
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

八
○
　
（
三
四
〇
）

近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と

そ
の
没
落
に
つ
い
て

足
　
　
立

政
　
男

一
　
は
し
が
き

二
　
三
都
に
わ
た
る
店
舗
の
設
立

三
　
江
戸
店
の
経
営
形
態

　
Ｈ
　
江
戸
両
替
店
の
経
営
形
態

　
　
－
　
大
名
貸
経
営

　
　
　
Ｇ
０
　
蔵
元
請
負
に
よ
る
大
名
貸

　
　
　
¢
っ
　
米
穀
担
保
に
よ
る
大
名
貸

　
　
　
い
　
特
産
物
担
保
に
よ
る
大
名
貸

　
　
　
ｅ
　
借
用
証
文
に
よ
る
大
名
貸

　
　
２
　
旗
本
御
家
人
貸
経
営

　
　
３
　
諸
藩
家
臣
貸
経
営

　
　
４
　
町
人
貸
経
営

　
　
５
　
百
姓
貸
経
営

○
　
江
戸
米
店
の
経
営
形
態

　
　
－
　
利
貸
担
保
の
米
穀
売
却
経
営



　
２
　
米
穀
の
売
買
経
営

　
嘗
　
経
営
資
金
の
調
達
形
態

　
－
　
他
人
資
本
の
借
入
彩
態

　
２
　
大
名
資
本
の
借
入
形
態

四
　
那
波
家
の
没
落
過
程

　
－
　
宇
治
橋
架
替
事
件
発
生

　
２
　
大
名
貸
の
焦
付

は
し
が
き

　
お
よ
そ
江
戸
幕
藩
体
制
下
に
お
げ
る
重
要
な
財
源
は
農
民
の
生
産
に
１
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
商
工
業
其
の
他
の
生

業
に
課
し
た
運
上
・
冥
加
等
の
雑
税
は
む
し
ろ
従
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
武
士
層
の
知
行
制
度
に
よ
る
収
入
は
農
民
階
層
に
寄
生

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
極
め
て
他
力
本
願
的
で
あ
っ
た
し
、
固
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
海
保
青
陵
は
文
化
十
年
の
著
「
稽
古
談
」
で
「
今
の
武
家
と
云
う
も
の
は
権
現
様
、
台
徳
院
様
の
と
き
に
取
り
た
る
知
行
の
ま
ま

に
て
、
世
の
流
行
に
つ
れ
取
る
こ
と
の
ま
す
と
云
う
こ
と
な
き
も
の
な
り
。
農
・
工
・
費
は
流
行
に
つ
れ
て
取
り
物
ま
す
ゆ
え
に
入

金
多
し
。
入
金
多
き
ゆ
え
に
出
金
多
く
な
り
て
も
つ
じ
つ
ま
も
合
う
な
り
。
武
家
は
取
り
物
は
昔
の
通
に
、
て
出
金
は
世
の
流
行
に
つ

れ
て
多
く
な
る
ゆ
え
に
、
っ
じ
っ
ま
合
わ
ぬ
な
り
。
是
大
名
は
借
金
多
く
な
る
理
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
江
戸
中
期
以
後
に
お

げ
る
貨
幣
経
済
の
急
速
な
発
展
は
武
家
を
次
第
に
窮
乏
の
危
機
に
陥
入
れ
た
。

　
も
と
も
と
生
産
に
従
事
せ
ず
、
金
に
縁
の
と
ぼ
し
い
武
家
達
は
貨
幣
が
経
済
活
動
の
中
心
と
な
り
、
金
が
も
の
い
う
世
の
中
と
な

り
、
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
貴
穀
賎
金
の
思
想
が
喧
し
く
唱
え
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
（
三
四
一
）
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に
於
て
は
貨
幣
尊
重
の
事
実
が
一
世
を
風
魔
し
、
算
盤
玉
を
う
ま
く
弾
く
も
の
は
即
ち
富
を
集
め
や
が
て
杜
会
上
に
実
力
を
有
す
る

に
至
る
の
で
あ
る
。
殊
に
関
ケ
原
の
合
戦
や
大
坂
落
城
に
よ
っ
て
江
戸
幕
府
が
確
立
し
た
戦
後
は
今
日
の
太
平
洋
戦
争
後
の
目
本
経

済
の
発
展
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
戦
後
の
混
乱
か
ら
抜
げ
出
し
て
長
い
平
和
が
約
束
さ
れ
、
新
し
い
泰
平
文
化
が
作
ら
れ
出
す
と
共

に
、
弓
は
袋
に
納
め
ら
れ
長
押
の
槍
は
徒
ら
に
塵
を
堆
き
、
戦
争
は
昔
物
語
と
な
っ
て
世
の
中
は
賛
沢
に
流
れ
、
人
人
は
享
楽
的
な

消
費
生
活
に
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
武
力
は
当
世
に
用
が
な
く
な
り
、
金
力
が
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
時
代
と
な
り
、
そ
こ
に
民
衆
を
支
配
し
た
武
士
の
没
落
が
見
ら
れ
、

商
人
の
力
が
封
建
杜
会
鉄
則
の
階
級
制
度
を
蚕
食
崩
壊
せ
し
め
て
行
く
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
町
人
か
ら
は
税
を
取
ら
な
い
、
国
恩
報
謝
の
冥
加
を
上
ら
し
め
る
と
い
う
態
度
、
す
な
わ
ち
名
分
の
上
に
お
い
て
は
私
利
を
営
む

卑
し
い
も
の
と
し
て
町
人
を
四
民
の
端
ク
レ
と
し
て
さ
げ
す
ん
で
い
た
が
ら
そ
の
い
や
し
む
べ
き
町
人
の
袖
に
す
が
り
っ
き
、
名
も

分
限
も
う
ち
忘
れ
、
た
だ
ひ
と
え
に
彼
等
の
前
に
首
を
垂
れ
て
借
財
を
な
し
、
そ
の
融
通
や
借
金
の
引
き
延
ば
し
に
よ
っ
て
漸
く
や

り
繰
り
を
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
経
済
録
」
に
「
今
の
諾
候
は
大
も
小
も
皆
首
を
た
れ
て
町
人
に
無
心
を
い
ひ
、
江

戸
．
京
都
．
大
坂
其
外
処
々
の
富
商
を
愚
ん
で
其
続
げ
計
に
て
世
を
渡
る
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
て
も
幕
府
諾
藩
の
藩
庫
が
そ

の
大
小
を
と
わ
ず
何
れ
も
空
乏
し
、
彼
等
は
江
戸
・
京
都
・
大
坂
等
の
富
商
に
御
用
金
を
命
じ
、
ま
た
彼
等
の
前
に
首
を
垂
れ
て
借

財
を
な
し
、
そ
の
借
銀
に
よ
っ
て
渡
世
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
国
内
の
金
権
を
掌
握
し
た

町
人
の
勢
力
が
如
何
に
強
大
に
な
る
に
至
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
三
井
家
の
先
祖
で
あ
る
三
井
高
房
の
著
わ
し
た
「
町
人
考
見
録
」
は
京
都
の
富
商
几
そ
五
十
家
に
つ
き
、
元
禄
前
後
五
六
十
年
の

問
に
大
名
貸
や
破
産
没
落
し
た
情
況
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
、
加
州
・
薩
州
・
仙
台
・
肥
後
・
芸
州
・



因
州
・
南
部
・
尾
州
・
紀
州
・
作
州
・
土
佐
・
佐
賀
・
福
岡
・
米
沢
等
の
諾
大
名
が
京
都
の
町
人
か
ら
借
財
を
な
し
、
そ
の
融
通
に

よ
っ
て
漸
く
や
り
繰
り
を
し
て
如
何
に
そ
の
生
計
を
維
持
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
経
済
杜
会
を
基
盤
に
し
た
京
都
商
人
の
う
ち
で
大
名
貸
し
を
主
と
し
た
利
貸
商
人
の
筆
頭
で
あ
っ
た

那
波
九
郎
左
衛
門
家
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
大
名
貸
し
及
び
利
貸
の
経
営
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
そ
の
没
落
過
程
を
究
明
し
た
い
。

　
那
波
九
郎
左
衛
門
家
に
つ
い
て
は
「
町
人
考
見
録
」
に
「
先
祖
は
播
州
那
波
よ
り
出
候
何
事
や
ら
ん
公
事
願
よ
り
事
起
り
所
を
立

退
き
江
戸
へ
下
り
、
御
城
の
女
中
衆
の
娘
を
要
り
て
其
縁
よ
り
申
込
、
裁
許
に
理
を
得
侯
、
彼
女
中
後
に
寿
林
尼
院
と
い
ふ
、
是
近

頃
京
都
町
奉
行
河
野
殿
の
養
女
也
、
其
故
に
那
波
屋
と
は
縁
家
也
、
親
を
常
有
と
い
ふ
、
子
供
弐
人
あ
り
、
惣
領
を
九
郎
左
衛
門
、

後
法
体
し
て
素
順
と
い
ふ
、
弟
を
十
右
衛
門
と
い
ふ
後
法
体
し
て
正
斎
と
号
す
、
親
常
有
の
時
分
、
七
八
十
年
以
前
は
京
壱
弐
番
の

有
徳
者
也
、
親
果
て
家
を
兄
弟
に
分
、
素
順
は
五
六
千
貫
目
、
正
斎
は
弐
参
千
貫
目
の
身
上
と
其
の
頃
風
聞
致
し
候
、
常
有
一
代
は

兄
弟
の
子
供
手
代
同
様
に
致
し
方
々
の
借
引
の
請
取
渡
し
に
も
子
供
を
召
仕
申
所
」
と
あ
る
如
く
出
身
は
播
州
那
波
で
常
有
の
時
代

は
京
都
で
二
一
を
争
う
分
限
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
富
商
那
波
家
の
没
落
に
っ
い
て
は
次
の
如
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
親
果
よ
り
両
人
の
兄
弟
に
早
春
り
出
て
、
兄
は
小
川
二
条
上
ル
町
に
て
、
松
平
加
賀
守
殿
御
屋
敷
を
求
め
て
大
造
の
普
譜
し
、

弟
は
小
川
三
条
上
ル
町
仙
台
の
御
屋
敷
を
求
め
て
居
住
す
、
段
々
著
り
の
余
り
、
素
順
は
共
頃
松
平
右
衛
門
督
殿
よ
り
、
合
力
米
弐

百
俵
賜
り
、
彼
御
家
人
と
申
、
折
々
京
都
の
町
を
鎗
を
持
せ
て
往
来
す
。
弟
正
斎
は
醍
醐
三
宝
院
官
門
跡
へ
金
銀
御
用
達
、
御
心
易

出
入
い
た
し
候
、
彼
門
跡
大
峰
入
の
節
山
伏
と
成
て
、
馬
上
に
て
帯
刀
鎗
を
っ
か
せ
御
供
に
加
は
る
、
時
の
町
御
奉
行
板
倉
内
膳
正

殿
両
人
を
召
れ
、
町
人
と
し
て
如
・
此
の
有
様
不
届
の
至
に
思
召
、
両
人
共
あ
が
り
屋
入
被
二
仰
付
一
、
其
後
御
仕
置
に
も
可
１
被
二
仰
付
一

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
（
三
四
三
）
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筈
の
所
、
御
慈
悲
を
以
首
代
と
し
て
、
宇
治
橋
か
げ
か
へ
被
二
仰
付
一
侯
、
則
近
頃
迄
の
宇
治
橋
は
那
波
屋
掛
中
侯
也
（
中
略
）
扱
素

順
跡
は
惣
領
九
郎
左
衛
門
相
続
す
と
い
へ
ど
も
、
は
や
其
代
身
上
も
薄
く
成
云
々
」
と
あ
り
、
そ
の
没
落
の
原
因
が
身
の
程
を
弁
え

な
い
傲
慢
不
遜
の
挙
動
と
、
そ
の
処
罰
と
し
て
の
断
罪
と
引
き
替
え
に
宇
治
橋
の
架
替
を
命
笹
ら
れ
て
巨
万
の
富
を
亡
失
し
た
こ
と

に
そ
の
発
端
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
、
素
順
五
代
目
の
九
郎
左
衛
門
に
至
っ
て
江
戸
出
店
の
駿
河
町
の
両
替
店
に
お
げ
る

南
部
藩
へ
の
貸
付
金
凡
四
万
両
の
焦
付
き
が
没
落
へ
の
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

二
　
三
都
に
わ
た
る
店
舗
の
設
立

　
幕
藩
体
制
下
に
お
げ
る
貨
幣
経
済
の
進
展
は
領
主
経
済
の
窮
乏
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
消
費
生
活
の
向
上
に
よ
る
家

計
支
出
の
増
大
、
莫
大
な
江
戸
参
勤
費
用
及
び
江
戸
在
府
経
費
を
賄
う
た
め
に
領
主
層
は
そ
の
解
決
の
方
途
を
三
都
の
富
商
に
求
め

ざ
る
を
得
な
く
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
領
主
た
ち
は
全
国
経
済
機
構
の
整
備
に
伴
っ
て
前
述
の
事
情
よ
り
貨
幣
を
出
来
る
だ
げ
多
く
入
手
し
よ
う
と
し
て
年

貢
米
・
特
産
物
を
三
都
に
向
げ
て
送
り
込
み
、
そ
れ
を
担
保
に
し
て
三
都
の
富
商
に
御
用
金
を
命
じ
、
ま
た
彼
等
の
前
に
首
を
垂
れ

て
借
財
を
な
し
、
そ
の
融
通
に
よ
っ
て
漸
く
や
り
繰
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
諸
候
は
米
穀
そ
の
他
の
国
産
を
売
払
う
た
め

大
坂
ま
た
は
江
戸
に
蔵
屋
敷
を
設
げ
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
に
蔵
屋
敷
を
設
げ
た
も
の
は
主
と
し
て
奥
州
の
諸
侯
で
あ
り
、
四
国
九

州
中
国
北
陸
の
諸
侯
の
大
部
分
は
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
設
げ
て
い
た
。

　
か
か
る
経
済
機
構
を
背
景
に
那
波
家
は
京
都
に
本
店
（
那
波
九
郎
左
衛
門
の
主
人
名
儀
）
を
小
川
二
条
上
ル
に
構
え
、
江
戸
．
大
坂

に
出
店
を
設
立
し
、
近
世
に
お
げ
る
貨
幣
経
済
杜
会
の
要
請
に
早
や
く
も
対
応
し
て
店
舗
経
営
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、



江
戸
店
は
綿
屋
作
丘
ハ
衛
の
別
家
名
儀
で
両
替
店
と
米
店
の
両
店
を
駿
河
町
に
お
き
、
大
坂
店
は
壷
屋
善
丘
ハ
衛
の
別
家
名
儀
の
店
舗
を

設
立
し
て
経
営
し
て
い
た
。
か
か
る
三
都
設
置
の
店
舗
名
儀
人
の
相
違
は
責
任
体
制
以
外
に
危
険
分
散
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
経
営

捗
態
の
上
か
ら
江
戸
時
代
の
商
人
が
す
で
に
相
当
進
歩
し
た
経
営
理
論
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

経
営
上
の
危
険
分
散
の
た
め
に
出
店
に
お
げ
る
経
営
者
の
名
儀
を
変
え
て
い
た
こ
と
は
、
後
に
な
っ
て
、
那
波
家
京
都
本
店
の
主
人

九
郎
左
衛
門
が
断
罪
で
閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
に
「
江
戸
大
坂
は
名
前
も
替
り
申
故
其
儘
に
て
有
■
之
候
」
と
「
町
人
考
見
録
」
に

見
え
て
い
る
こ
と
に
ょ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
の
豪
商
が
す
で
に
そ
の
経
営
形
態
に
叡
智
を
働
か
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。

三
　
江
戸
店
の
経
営
形
態

）一
　
江
戸
両
替
店
の
経
営
形
態

（
　
江
戸
両
替
店
は
駿
河
町
に
出
店
と
し
て
設
立
さ
れ
、
別
家
綿
屋
作
兵
衛
が
責
任
者
と
な
り
、
名
儀
人
と
な
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。

　
営
業
内
容
は
為
替
業
務
を
は
じ
め
と
し
て
、
奥
州
諸
侯
及
び
江
戸
在
勤
中
の
諸
家
へ
の
大
名
貸
を
主
と
し
た
利
貸
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
１
　
大
名
貸
経
営

　
　
い
　
蔵
元
請
負
に
よ
る
大
名
貸

　
ま
ず
大
名
貸
の
経
営
形
態
に
っ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
南
部
盛
岡
藩
１
１
南
部
大
膳
太
夫
（
盛
岡
）
貸
付
の
場
合
は
南
部

藩
の
江
戸
に
お
げ
る
蔵
元
と
な
っ
て
大
名
貸
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
（
三
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
（
三
四
六
）

　
　
　
　
定
遣
一
札
之
事

　
一
、
其
方
儀
当
家
江
数
代
の
問
出
入
用
事
を
茂
相
達
侯
就
中
五
六
年
以
前
蔵
元
之
義
故
障
有
之
其
方
江
相
談
申
入
候
処
尤
用
向
随

分
大
切
二
被
致
侯
得
共
所
々
用
事
被
相
達
方
数
多
二
付
手
廻
兼
候
段
被
申
侯
然
共
請
負
不
給
候
而
ハ
殊
之
外
不
勝
手
成
義
有
之
侯
付

右
之
通
達
而
及
相
談
頼
入
候
故
無
拠
請
合
給
勿
論
用
立
被
申
金
子
ハ
為
登
穀
高
二
応
被
差
出
其
年
切
二
勘
定
差
引
相
済
申
堅
約
二
而

随
分
相
働
給
侯
段
全
満
足
候
然
所
二
無
余
儀
入
用
方
出
来
二
而
次
第
二
勝
手
向
差
支
其
方
よ
り
用
立
茂
金
高
相
成
侯
右
之
通
二
而
ハ
末

々
相
続
難
成
故
去
々
年
相
改
穀
物
茂
惣
高
八
万
七
千
俵
為
差
登
申
儀
定
依
之
猶
又
当
前
よ
り
之
入
用
金
彼
是
其
方
江
及
相
談
侯
処
其

方
茂
返
済
相
滞
兼
而
積
之
外
金
高
之
用
立
二
相
成
被
差
支
居
侯
得
共
大
切
成
場
故
随
分
相
働
給
候
然
二
引
当
之
穀
物
去
夏
大
分
致
不

足
其
方
江
之
返
済
方
曽
テ
無
之
付
口
入
之
金
主
共
よ
里
致
催
促
芽
以
被
致
難
義
第
一
ケ
様
二
而
ハ
此
方
勝
手
向
必
至
与
差
支
可
被
成

与
大
切
被
致
彼
是
以
之
義
二
而
旧
冬
御
当
地
二
被
罷
下
当
春
又
出
府
段
々
右
之
義
被
申
立
侯
内
又
侯
　
当
夏
穀
物
以
之
外
成
不
足
二

付
甚
迷
惑
被
致
侯
趣
旧
冬
当
秋
江
至
追
々
委
細
成
書
付
被
差
出
令
披
見
逐
一
聞
届
尤
千
万
源
切
へ
成
心
入
二
致
候
免
角
如
是
二
而
ハ

勝
手
向
決
テ
難
致
相
続
別
而
公
用
穿
大
切
成
義
二
付
今
般
猶
吃
度
相
改
穀
物
八
万
三
千
俵
毎
年
無
相
違
為
差
登
可
申
侯
勿
論
領
分
豊

年
之
節
者
右
俵
数
之
外
成
次
第
穀
高
多
為
差
登
可
申
侯
縦
凶
年
重
り
侯
共
領
分
よ
里
之
出
物
品
々
有
之
義
二
侯
間
何
ヲ
以
成
共
八
万

三
千
俵
之
代
物
之
引
当
之
高
柳
無
相
違
為
差
登
其
方
江
吃
度
可
相
渡
侯
近
キ
頃
よ
り
銀
山
杯
茂
出
来
侯
是
以
其
方
江
可
相
渡
候
間
屋

舗
為
二
相
成
侯
様
相
働
可
給
侯
尤
勝
手
向
諸
式
入
用
方
取
ノ
之
義
是
又
専
要
之
事
二
付
一
々
令
吟
味
相
改
申
付
侯
ハ
ハ
余
程
可
為
減
、

少
侯
問
其
方
達
茂
差
加
屋
敷
之
為
宜
様
二
令
相
談
可
給
候
勿
論
其
方
よ
里
前
後
用
立
金
返
済
之
儀
ハ
如
何
様
之
義
出
来
候
共
相
定
之

通
毛
頭
相
違
申
問
敷
侯
此
段
於
京
都
江
戸
二
之
金
主
方
江
茂
安
堵
仕
精
出
侯
様
二
被
申
聞
侯

右
之
通
為
登
物
弥
無
相
違
其
方
江
可
相
渡
侯
其
外
出
吟
味
之
上
何
二
而
茂
随
分
可
成
程
ハ
為
差
登
可
相
渡
侯
間
引
請
被
致
支
配
向
後



弥
籍
出
此
方
勝
手
向
入
用
無
差
支
之
様
一
被
相
勤
其
方
よ
り
用
立
金
茂
次
霧
少
惣
体
納
一
戸
方
茂
弥
取
直
し
ゆ
る
が
せ
二
…

相
成
候
様
二
相
働
可
給
侯
万
端
頼
入
侯
所
価
一
札
之
趣
如
件

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漆
戸
玄
蕃
印

　
享
保
五
年
子
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫓
山
　
弾
正
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綿
　
屋
作
丘
一
衛
殿

元
文
五
申
年
翌
寛
保
酉
年
御
用
立
御
証
文

南
部
様
此
分
高
壱
万
三
千
六
百
九
十
俵
　
壱
両
ト
銀

　
　
　
　
今
文
化
七
午
年
迄
六
十
年
二
成

こ
の
一
札
に
よ
一
て
大
名
貸
簑
け
る
経
営
で
次
の
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
江
戸
店
綿
屋
作
兵
衛
は
南
都
盛
岡
藩
の
御
用
達

商
人
と
し
て
蔵
元
引
請
以
前
数
代
に
わ
た
一
て
出
入
し
、
藩
の
用
達
を
行
つ
て
来
た
こ
と
。
と
こ
ろ
が
正
徳
末
年
に
は
数
多
く
の
諸

藩
の
御
用
商
人
に
な
一
て
広
く
活
躍
す
る
よ
う
に
な
一
た
。
そ
こ
で
「
所
・
用
事
被
相
達
方
数
多
二
付
手
廻
兼
侯
段
断
被
申
侯
然
共

請
負
不
給
侯
而
一
殊
之
外
不
勝
手
成
義
有
之
候
付
右
之
通
達
而
及
相
談
頼
入
候
故
無
拠
請
合
給
一
と
南
部
藩
の
蔵
元
を
断
わ
り
切
れ

ず
や
む
を
得
ず
「
用
立
被
申
金
子
一
為
登
穀
高
一
応
被
差
出
一
す
こ
と
と
し
、
「
其
年
切
二
勘
定
差
引
相
済
申
堅
約
一
を
条
件
に
蔵

元
を
請
負
う
に
１
至
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
も
蔵
元
を
承
諾
し
て
瞳
か
数
年
に
し
て
早
く
も
貸
付
金
の
引
宛
米
、
惣
高
八
万
七
千
俵
が
滞
つ
て
焦
付
き
、
そ
の
た
め
貸
付

げ
金
の
出
資
者
達
か
ら
綿
屋
作
丘
一
衛
名
儀
の
江
戸
店
が
そ
の
出
資
金
返
済
の
催
促
を
受
げ
て
難
儀
し
て
い
る
こ
と
。
と
こ
ろ
が
借
主

た
る
南
部
藩
の
財
政
塁
・
窮
乏
を
告
げ
「
勝
手
向
決
テ
難
致
相
続
一
く
な
つ
た
の
で
、
約
定
を
改
め
、
焦
付
き
分
は
棚
上
げ
に
し

　
　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
　
　
八
七
一
三
四
七
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
窮
十
七
巻
．
第
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
三
四
八
）

て
更
に
「
今
般
猶
吃
度
相
改
穀
物
八
万
三
千
俵
毎
年
無
相
違
為
差
上
」
す
こ
と
と
し
、
更
に
「
豊
年
之
節
者
右
俵
数
の
外
成
次
第
穀

高
多
為
差
登
」
し
「
凶
年
重
り
侯
共
八
万
三
千
俵
之
代
物
之
引
当
高
柳
無
相
違
差
登
」
し
て
引
渡
す
こ
と
。
又
「
近
き
頃
よ
り
銀
山

杯
茂
出
来
侯
是
以
其
方
江
相
渡
」
す
こ
と
。
藩
も
緊
縮
政
策
に
よ
っ
て
返
済
に
努
力
し
、
用
立
金
の
返
済
は
「
如
何
様
之
義
出
来
侯

共
相
定
之
通
毛
頭
相
違
申
問
敷
」
き
こ
と
と
返
済
に
っ
い
て
の
諸
条
件
を
盛
り
込
ん
で
、
　
「
此
段
於
京
都
江
戸
二
之
金
主
方
江
茂
安

堵
」
す
る
よ
う
申
し
伝
え
て
貰
い
た
い
と
約
定
書
を
江
戸
店
に
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
南
部
藩
へ
の
貸
付
は
焦
付
き
、
増
加
す
る
一
方
で
、
　
「
町
人
考
見
録
」
に
も
「
几
四
万
両
余
取
替
高
に
相
成

侯
処
、
彼
家
よ
り
御
断
に
相
成
、
終
に
身
上
差
支
、
其
外
京
都
町
人
よ
り
請
込
高
五
六
百
貫
目
有
之
を
、
年
賦
に
断
申
立
・
南
部
殿

よ
り
米
に
て
年
々
相
渡
し
可
レ
中
約
束
置
侯
処
、
此
米
も
は
や
初
年
よ
り
年
賦
渡
し
方
程
も
不
１
参
」
と
あ
り
、
南
部
藩
へ
の
大
名
貸

の
焦
付
き
が
那
波
家
没
落
の
発
端
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
は
蔵
元
請
負
に
よ
る
大
名
貸
経
営
の
一
形
態
で
あ
り
・
自
己
資

金
だ
げ
の
大
名
貸
で
は
な
く
多
く
の
銀
主
か
ら
出
資
金
を
募
っ
て
貸
付
げ
て
お
り
、
極
め
て
危
険
な
貸
付
移
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
　
○
　
米
穀
担
保
に
よ
る
大
名
貸

　
領
主
米
を
担
保
に
し
て
大
名
貸
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
は
領
主
が
米
穀
を
売
払
っ
て
、
貨
幣
を
入
手
す
る
た
め
に
江
戸
店
を
利
用
し
た
し
た
の
で
あ
る
。
利
用
大
名
は
江
戸
に

蔵
屋
敷
を
設
げ
て
い
る
東
北
の
諸
侯
が
多
か
っ
た
。
当
時
す
で
に
町
人
の
旺
盛
な
拾
頭
に
逆
比
例
し
て
凋
落
の
歩
度
を
早
や
め
て
い

○

た
大
名
財
政
の
窮
乏
は
す
で
に
救
い
よ
う
も
な
く
、
遂
に
知
行
米
を
担
保
に
し
て
、
そ
の
売
却
金
の
前
借
を
し
て
や
り
く
り
を
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
態
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



「
奥
州
泉
本
多
下
野
守
貸
付
の
場
合
」

　
請
取
申
米
代
先
納
銀
之
事

　
合
銀
七
拾
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
但
丁
銀
也

右
者
本
多
下
野
守
江
戸
表
急
用
依
有
之
其
方
へ
頼
入
江
州
蒲
生
郡
当
酉
ノ
納
米
四
斗
入
五
千
俵
売
付
申
為
先
納
右
之
銀
高
謄
二
請
取

中
侯
右
之
米
高
於
大
津
此
方
蔵
元
沢
屋
新
八
土
蔵
江
入
置
致
相
対
憧
二
預
リ
中
候
置
所
実
正
也
来
戌
ノ
三
月
迄
之
内
何
時
成
共
其
方

勝
手
次
第
右
之
米
出
し
致
相
渡
可
申
侯
直
段
之
義
者
其
時
之
相
場
壱
石
二
付
壱
匁
八
分
下
直
二
而
過
不
足
互
二
差
引
可
申
侯
右
之
米

預
リ
置
中
侯
内
万
一
火
難
盗
失
有
之
侯
共
其
方
へ
少
も
損
失
懸
ケ
申
問
敷
侯
外
二
囲
置
中
侯
米
二
而
無
相
違
急
度
相
渡
し
可
申
候
為

其
米
預
り
証
文
如
件

　
元
禄
六
年
酉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

　
　
極
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
波
勘
十
郎
　
祇
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
五
名
　
　
　
〃

　
　
綿
屋
作
丘
ハ
衛
殿

右
之
通
相
定
申
候
得
共
米
相
渡
申
侯
義
此
方
不
勝
手
二
候
ハ
ハ
月
壱
分
之
利
足
を
相
添
来
戊
三
月
十
五
日
切
銀
子
二
而
元
利
共
急
度

返
弁
可
申
侯
以
上

　
元
禄
六
年
酉

　
　
極
月
廿
六
日

　
　
　
綿
作
殿

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
（
三
四
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
三
五
〇
）

　
こ
の
例
で
も
明
か
な
よ
う
に
本
多
下
野
守
は
「
江
戸
表
急
用
」
の
た
め
江
州
蒲
生
郡
の
年
貢
米
四
斗
入
五
千
俵
を
大
津
の
蔵
元
沢

屋
新
八
土
蔵
に
保
管
し
て
お
き
三
月
ま
で
に
何
時
で
も
引
渡
す
と
い
っ
た
条
件
で
米
代
先
納
銀
と
し
て
七
拾
貫
を
融
資
し
て
貰
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
米
価
の
変
動
に
よ
る
相
互
の
危
険
負
担
は
「
時
之
相
場
壱
石
二
付
壱
匁
八
分
下
直
に
而
過
不
足
互
二
差
引
可
中
」
と

規
定
し
、
　
「
火
難
盗
失
」
の
損
失
は
保
管
者
た
る
大
名
が
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
約
束
通
り
担
保
の
米
が
都
合
悪
く
引

渡
し
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
月
壱
分
利
息
を
加
え
て
三
月
二
十
五
目
ま
で
に
返
済
す
る
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。

大
名
貸
彩
態
の
殆
ん
ど
は
か
か
る
米
穀
担
保
の
前
貸
証
文
に
よ
る
貸
付
で
あ
っ
た
。
　
（
最
後
の
貸
付
表
参
照
さ
れ
た
し
）

　
　
○
　
特
産
物
担
保
に
よ
る
大
名
貸

　
当
時
の
諾
侯
は
参
勤
交
替
に
よ
っ
て
江
戸
の
生
活
へ
入
り
こ
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
そ
の
江
戸
生
活
の
経
費

を
支
弁
す
る
た
め
に
１
、
中
央
市
場
へ
領
因
米
そ
の
他
の
国
産
物
を
回
送
し
て
売
却
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
名

経
済
が
火
の
車
の
よ
う
に
赤
字
に
行
詰
っ
て
来
る
と
是
が
非
で
も
米
以
外
の
特
産
物
を
担
保
に
富
裕
な
利
貸
商
人
か
ら
借
金
し
、
そ

の
金
で
藩
経
済
の
維
持
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
済
杜
会
を
背
景
に
那
波
家
の
江
戸
店
の
利
貸
経
営
も
こ

れ
に
対
応
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
請
取
申
銀
子
之
事

合
丁
銀
百
貫
目
也

右
之
銀
子
者
秋
田
野
代
之
杉
榑
木
四
万
丁
之
代
銀
也
但
壱
ケ
年
二
壱
万
丁
ツ
ツ
四
ケ
年
二
合
四
万
丁
相
渡
可
申
約
束
二
相
定
唯
今
右

之
銀
子
健
二
請
取
申
侯
也
則
右
四
万
丁
之
内
当
年
野
代
二
残
り
榑
木
之
内
上
中
下
取
合
壱
万
丁
相
渡
可
中
候
来
年
子
年
よ
り
寅
之
年



迄
参
ケ
年
者
野
代
に
壱
番
二
出
侯
榑
木
上
中
下
取
合
壱
ケ
年
二
壱
万
丁
ツ
ツ
相
渡
し
都
合
四
万
丁
之
分
無
相
違
相
渡
可
申
侯
少
も
違

乱
有
問
敷
侯
若
又
野
代
二
而
榑
木
之
直
段
唯
今
之
直
段
よ
り
已
来
高
直
二
相
定
候
ハ
バ
其
時
よ
り
之
分
ハ
其
方
銀
子
差
上
可
被
中
候

若
又
唯
今
よ
り
已
来
下
直
二
相
定
り
候
ハ
バ
唯
今
之
直
段
二
引
合
一
万
丁
ツ
ツ
之
外
二
算
用
ヲ
以
榑
木
加
増
相
渡
可
申
侯
為
後
日
如

件
　
万
治
弐
年
亥
十
二
月
廿
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
津
与
左
ヱ
門
　
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
田
　
　
伯
書
　
同
断

　
　
綿
屋
九
郎
左
ヱ
門
殿

表
書
之
通
無
相
違
急
度
可
申
付
侯
以
上

　
　
万
治
弐
年
十
二
月
廿
目

　
　
　
　
出
羽
秋
田
佐
竹
右
京
大
夫
御
印

　
こ
の
証
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
如
く
、
出
羽
国
秋
田
藩
佐
竹
右
京
大
夫
の
貸
付
金
銀
百
貫
目
の
代
物
担
保
に
は
国
産
の
「
秋
田

野
代
杉
榑
木
四
万
丁
」
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
榑
木
直
段
の
上
下
に
応
じ
て
算
用
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
、
損
失
を
招

か
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

　
こ
の
貸
付
は
万
治
二
年
（
ニ
ハ
五
九
）
で
あ
る
が
、
約
百
年
後
の
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
も
、
同
藩
へ
杉
木
を
担
保
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

二
十
年
賦
で
銀
合
計
九
拾
弐
貫
目
を
貸
付
て
い
る
証
文
が
存
在
し
て
お
り
、
大
名
貸
は
そ
の
領
国
の
国
産
物
を
担
保
に
し
て
行
っ
て

い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
三
五
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

九
二
　
（
三
五
二
）

　
　
註

　
　
銀
子
借
用
証
文
之
事

　
　
　
銀
五
拾
〆
目

　
　
右
者
佐
竹
右
京
太
夫
殿
為
要
用
宝
暦
四
戊
年
御
取
替
当
子
年
迄
年
々
借
居
二
相
成
候
処
去
亥
年
御
国
許
百
年
来
無
之
凶
作
二
付
当
子
年
よ
り
来
未
年
迄
弐

　
　
拾
ヶ
年
賦
断
二
付
右
返
済
引
当
米
五
拾
石
材
木
長
七
尺
杉
切
角
五
拾
挺
ツ
・
右
年
数
之
内
年
々
為
差
登
可
相
渡
候
万
一
年
二
依
海
失
等
有
之
侯
ハ
・
米
者

　
　
廻
米
之
内
を
以
相
渡
材
木
者
其
時
二
償
可
相
渡
侯
右
引
当
米
材
木
共
其
年
之
値
段
高
下
二
不
抱
右
員
数
ヲ
以
渡
切
之
定
二
候
尤
米
材
木
共
運
賃
者
外
二
可

　
　
相
渡
候
依
而
証
文
如
件

　
　
　
宝
暦
六
年
子
四
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
山
長
右
ヱ
門
　
無
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
金
　
　
五
郎
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
五
郎
左
ヱ
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
塚
　
孫
太
夫
　
印

　
　
　
　
那
波
九
郎
左
ヱ
門
殿

　
　
　
銀
子
借
用
証
文
之
事

　
　
　
銀
四
拾
弐
〆
巨

　
　
　
前
同
文
…
引
当
米
三
拾
石
材
木
長
七
尺
杉
切
角
七
拾
挺
同
保
太
木
三
拾
挺
ツ
・
右
年
数
之
内
二
差
登
…
…
以
下
同
文

　
　
　
宝
暦
六
年
子
四
月
二
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
山
長
右
ヱ
門
無
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
前
証
文

　
　
○
　
借
用
証
文
に
よ
る
大
名
貸

　
普
通
の
借
用
証
文
を
作
製
し
て
利
息
を
と
る
大
名
貸
の
形
態
で
あ
り
、
か
か
る
形
式
の
大
名
貸
は
随
分
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
の
借
用
証
に
よ
る
大
名
貸
の
例
は
秋
田
藩
佐
竹
右
京
太
夫
に
対
す
る
も
の
で
、
利
息
は
銀
壱
貫
に
っ
き
一
ヶ
月
拾
匁
で
あ
る
か

ら
、
余
り
高
利
で
な
い
。
天
和
二
年
（
ニ
ハ
八
二
）
に
は
、
那
波
家
か
ら
、
合
計
銀
三
百
貫
の
巨
額
の
大
金
を
秋
田
藩
に
貸
付
げ
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
、
他
の
諸
藩
に
対
し
て
も
借
用
証
文
の
形
式
に
よ
る
信
用
貸
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



（
最
後
の
一
覧
表
参
照
さ
れ
た
し
）

　
　
借
用
申
銀
子
之
事

　
合
丁
銀
　
百
貫
目
也

右
者
佐
竹
右
京
太
夫
為
用
所
借
用
申
処
実
正
也
但
利
足
元
銀
壱
貫
二
付
一

依
如
件

　
天
和
弐
年
戊
極
月
廿
五
目

　
　
　
郡
波
九
郎
左
ヱ
門
殿

表
書
之
通
無
相
違
可
中
付
者
也

　
戊
極
月
廿
五
日
　
御
印

　
　
借
用
申
銀
子
之
事

　
合
丁
銀
弐
百
冊
貝

前
同
　
文

　
　
同
年
号

　
　
　
那
波
素
順
殿

　
同
　
裏
　
書

　
　
同
月
同
日
　
御
印

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）

ケ
月
拾
匁
也
利
足
加
来
霜
月
限
元
利
返
弁
可
申
侯
為
後
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
越
甚
右
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渋
江
宇
右
ヱ
門
　
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
津
半
右
ヱ
門
　
同
断

　
　
　
　
　
花
押

同
前
署
名
　
印

　
　
　
（
三
名
）

九
三
　
（
三
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
（
三
五
四
）

　
２
　
旗
本
御
家
人
貸
経
営

　
徳
川
直
参
の
旗
本
や
、
そ
の
下
の
御
家
人
連
中
は
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
う
家
計
の
窮
乏
化
を
弥
縫
す
る
た
め
、
当
時
の
金
融
機

関
化
し
て
い
た
江
戸
蔵
前
の
蔵
宿
、
す
な
わ
ち
札
差
商
人
を
利
用
し
、
知
行
米
、
俸
禄
米
を
抵
当
と
し
て
金
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
。

旗
本
貸
付
を
行
っ
た
例
と
し
て
は
、
八
千
石
の
旗
本
、
三
枝
摂
津
守
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
三
枝
摂
津
守
八
千
石
之
知
行
米
金
納
共
不
残
御
自
分
江
相
渡
勝
手
諸
事
支
配
之
儀
頼
入

　
　
　
　
銀
子
借
用
申
一
札
之
事

　
　
合
銀
弐
百
五
拾
貫
弐
百
七
拾
三
匁
六
分
六
厘

右
者
摂
津
守
土
佐
守
勝
手
向
年
々
不
如
意
二
付
京
都
江
戸
持
駿
府
二
而
借
金
大
分
出
来
此
度
返
弁
差
支
身
上
継
続
及
難
儀
申
二
付
貴

殿
頼
入
知
行
米
八
千
石
之
内
二
而
家
中
之
者
共
知
行
切
米
扶
持
方
粁
年
中
雑
用
引
取
残
米
之
分
不
残
毎
年
相
渡
申
堅
約
二
而
右
之
銀

高
借
用
申
侯
問
別
紙
二
右
之
通
年
中
入
用
之
積
り
書
之
証
文
共
方
江
相
渡
侯
通
少
茂
相
違
無
之
侯
右
大
分
之
銀
子
無
余
儀
頼
入
身
上

相
続
申
侯
上
ハ
此
度
勘
略
仕
相
定
侯
上
二
茂
猶
以
無
油
断
費
無
之
様
二
台
所
向
諸
物
雑
等
迄
茂
致
吟
味
事
ヲ
極
侯
程
二
金
勘
略
少
成

共
其
方
江
返
弁
銀
多
相
渡
侯
様
二
可
相
考
侯
尤
向
後
何
様
之
差
合
出
来
申
候
共
堅
約
之
通
毛
頭
無
相
違
返
弁
可
申
侯
此
度
摂
津
守
土

佐
守
直
証
文
粁
我
等
共
定
書
を
以
厳
密
之
相
談
勿
論
別
而
大
切
成
儀
故
両
旦
那
ヲ
初
メ
家
中
不
残
一
同
二
致
請
合
諸
事
格
式
相
極
侯

二
付
以
後
柳
相
違
成
儀
者
無
之
侯
問
其
段
少
茂
御
気
遺
有
之
間
敷
侯
為
後
日
証
文
価
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
枝
土
佐
守
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
野
友
右
衛
門
＠

元
禄
五
申
年
正
月
廿
一
目



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
　
　
理
兵
衛
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
藤
小
右
ヱ
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塚
本
六
郎
兵
衛
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
枝
摂
津
守
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
治
左
衛
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
　
杢
之
亟
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
鈴
木
茂
右
ヱ
門
　
＠

　
　
綿
屋
作
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
嶋
　
忠
兵
衛
　
＠

　
こ
の
証
文
に
よ
っ
て
明
か
な
如
く
、
旗
本
三
枝
摂
津
守
は
総
知
行
米
八
千
石
そ
っ
く
り
を
担
保
に
し
て
銀
弐
百
五
拾
貫
弐
百
七
拾

三
匁
六
分
六
厘
を
江
戸
店
か
ら
借
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
借
用
金
の
理
由
は
コ
尺
都
江
戸
拝
駿
府
二
而
借
金
大
分
出
来
此
度
返
弁

差
支
身
上
継
続
及
難
儀
」
と
あ
る
如
く
、
借
金
に
よ
っ
て
相
続
も
出
来
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
融
資
に
よ
っ

て
相
続
の
上
は
「
勘
略
仕
相
定
候
上
二
茂
猶
以
無
油
断
費
無
之
様
二
台
所
向
諸
物
雑
等
迄
茂
致
吟
味
事
ヲ
極
」
め
て
緊
縮
に
よ
る
家

計
の
建
て
直
し
を
約
束
し
、
少
し
で
も
多
く
返
済
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
借
用
証
文
は
当
時
の
貧
乏
で
見
栄
坊
な
食
禄
旗
本
武
士
の
家
計
状
態
が
商
業
資
本
の
支
配
の
下
に
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
程
に
行
詰
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
旗
本
の
債
主
は
主
と
し
て
蔵
宿
な
り
、
蔵
宿
は
旗
本
の
蔵
本
の
蔵
米
の
受
取
及
び
そ
の
売
買
を
請
負
い
、
旗
本
に
金
銀
を
融
通

す
る
者
な
り
。
受
く
べ
き
俸
禄
を
低
当
と
し
て
蔵
宿
よ
り
金
銀
を
借
入
れ
、
蔵
宿
は
之
に
乗
じ
て
種
々
の
好
計
を
弄
し
、
高
利
を
貧

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
（
三
五
五
）

＼



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
（
三
五
六
）

れ
る
を
以
て
、
旗
本
の
負
債
は
年
々
累
加
し
中
に
は
俸
禄
の
三
分
の
一
又
は
二
分
の
一
を
以
て
、
辛
う
じ
て
元
利
の
一
部
を
償
う
者

あ
る
に
至
れ
り
。
　
公
（
定
信
）
は
夙
に
そ
の
困
窮
を
救
わ
ん
と
欲
し
て
非
常
の
倹
約
を
令
せ
ら
れ
し
も
、
財
政
の
依
復
は
一
朝
一
夕

に
し
て
行
わ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
彼
等
の
窮
迫
は
目
に
月
に
甚
だ
し
く
、
こ
の
禍
根
を
除
か
ず
ば
、
訓
諭
も
施
設
も
寸
効
な
く
、

士
風
の
改
善
も
期
し
難
き
も
の
あ
り
。
之
に
反
し
て
彼
の
蔵
宿
の
輩
は
暴
利
を
貧
り
て
騎
著
に
耽
り
、
金
権
を
以
て
旗
本
を
軽
侮
す
。

　
そ
の
騎
慢
を
挫
き
諸
士
の
困
窮
を
救
う
に
は
、
非
常
の
英
断
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
是
に
於
て
公
は
寛
政
元
年
九
月
、
遂
に
旗
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
Ｏ

蔵
宿
に
対
す
る
債
務
の
棄
損
令
を
発
せ
ら
れ
た
り
。
」

　
と
、
浅
草
の
蔵
前
を
中
心
に
店
舗
を
構
え
た
蔵
宿
と
呼
ぼ
れ
る
金
貸
商
人
に
。
知
行
や
扶
持
を
低
当
に
入
れ
て
借
金
し
、
返
済
の
目

途
も
な
く
四
苦
八
苦
し
て
い
る
当
時
の
旗
本
・
御
家
人
の
窮
迫
状
態
を
要
領
よ
く
述
べ
て
い
る
が
、
那
波
家
の
江
戸
店
も
か
か
る
蔵

宿
的
な
金
融
機
関
の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
な
お
、
幕
臣
で
あ
る
京
都
所
司
代
隷
属
の
与
力
衆
に
も
知
行
米
を
抵
当
に
し
て
前
銀
の
用
立
て
を
毎
年
二
月
、
五
月
、
十
月
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
　

度
に
わ
た
っ
て
定
期
的
に
貸
付
げ
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
「
其
元
御
用
立
銀
高
応
米
毎
度
引
取
相
渡
シ
可
申
侯
」
と

あ
り
、
京
都
所
司
代
隷
属
与
力
衆
知
行
米
蔵
元
で
あ
る
大
津
の
灰
屋
与
兵
衛
の
引
請
証
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
幕
府
役
人
た
る
京
都
所

司
代
与
力
衆
へ
の
融
資
を
行
っ
て
い
る
緊
密
な
問
柄
に
あ
り
乍
ら
、
や
が
て
所
司
代
板
倉
内
膳
正
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
宇
治
橋
の
か
げ

か
え
を
命
ぜ
ら
れ
、
没
落
へ
の
道
を
辿
っ
た
こ
と
は
全
く
皮
肉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
註
０
　
　
「
金
貸
と
大
名
」
松
好
貞
夫
著
二
〇
頁
、
渋
沢
栄
一
著
「
楽
翁
伝
」

　
　
註
　
　
請
負
中
一
札
之
事

　
　
一
、
京
都
所
司
代
様
御
与
力
衆
御
知
行
米
御
引
宛
に
て
前
銀
御
用
立
被
成
毎
年
二
月
五
月
十
月
三
度
二
御
知
行
米
御
引
取
御
定
之
通
御
請
取
被
成
侯
筈
に

　
　
　
て
右
御
米
蔵
之
義
私
方
へ
被
仰
付
則
御
請
申
上
候
然
上
者
毎
度
引
請
申
侯
御
米
高
之
内
に
て
貴
殿
方
へ
御
引
取
被
成
御
証
文
御
定
之
米
高
急
度
相
渡
し



　
　
　
可
中
侯
尤
残
り
御
米
之
儀
も
無
滞
支
配
可
仕
侯
右
其
元
御
引
坂
被
成
侯
御
米
高
御
儀
御
与
力
衆
へ
も
御
相
対
此
度
相
定
申
儀
二
侯
得
老
万
一
金
高
御
与

　
　
力
衆
御
断
御
座
候
共
急
度
相
渡
シ
可
申
侯

　
　
一
、
右
御
預
ヶ
米
毎
度
請
払
勘
定
無
滞
相
立
可
中
侯
若
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
バ
請
合
人
方
よ
り
急
度
埼
明
御
勘
定
可
仕
侯

　
　
右
之
条
々
此
度
御
請
合
申
上
侯
然
上
者
共
元
御
用
立
銀
高
応
米
毎
度
引
坂
相
渡
シ
可
中
侯
右
之
外
如
何
様
之
儀
に
て
も
御
指
図
次
第
相
勤
可
申
候
為
後

　
　
　
日
請
合
証
文
如
件

　
　
　
元
禄
六
ノ
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津
蔵
本
　
　
灰
屋
与
兵
衛
印

　
　
　
酉
五
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
合
人
　
　
　
米
屋
惣
十
郎
　
印

綿
尾
作
兵
衛
殿

　
３
　
諸
藩
家
臣
貸
経
営

　
多
く
は
江
戸
在
府
の
諸
藩
士
を
対
称
に
貸
付
け
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
。
江
戸
在
府
の
諸
藩
士
の
生
計
の
困
窮
は
藩
主
の
財
政
が

行
詰
り
、
藩
庫
が
空
乏
化
す
る
の
に
正
比
例
し
て
貧
苦
に
喘
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
等
も
亦
旗
本
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
禄
米
を
抵
当
に
金
貸
し
か
ら
借
財
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
を
維
持
し
て
行
く
よ
り
他

に
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
那
波
家
の
江
戸
店
の
貸
付
経
営
の
中
に
、
も
か
か
る
諸
大
名
の
家
臣
に
対
す
る
貸
付
形
態
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
売
附
中
米
前
金
事

　
合
金
拾
八
両
弐
歩
銀
五
匁

右
者
南
都
蔵
米
売
附
代
金
健
誇
取
申
所
実
正
也
当
年
中
在
所
為
登
米
着
船
次
第
源
川
新
田
嶋
於
蔵
屋
敷
入
札
取
其
日
揚
場
砺
水
極
俵

数
無
相
違
相
渡
可
中
候
為
後
証
価
如
件

　
享
保
四
年
二
月
十
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
柄
九
郎
丘
ハ
衛
　
印

　
　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
（
三
五
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

九
八
　
（
三
五
八
）

長
手
弥
次
衛
門

足
津
甚
右
ヱ
門

河
嶋
角
左
ヱ
門

吉
岡
友
左
ヱ
門

口巨口巨口巨口巨

　
　
　
　
綿
屋
作
兵
衛
殿

　
　
　
　
覚

　
金
拾
両
也
　
　
　
　
但
文
小
判

右
者
無
拠
入
用
有
之
借
用
申
侯
物
成
代
金
国
表
よ
り
到
着
次
第
返
進
可
申
侯
為
後
日
価
如
件

　
　
午
十
一
月
五
目

預
り
主

請
　
人

中
根
庄
左
ヱ
門
印

行
分
伝
五
郎

　
綿
屋
作
兵
衛

　
前
者
は
蔵
米
売
附
代
金
の
前
貸
で
あ
り
、
南
部
藩
家
臣
へ
の
前
貸
付
で
も
あ
る
。
条
件
は
「
当
年
中
在
所
為
登
米
着
船
次
第
」
に

金
拾
八
両
弐
分
と
銀
五
匁
に
見
合
う
米
俵
を
蔵
屋
敷
に
保
管
す
る
前
、
す
な
わ
ち
水
揚
場
所
で
引
渡
し
、
返
済
す
る
と
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。
後
者
は
年
貢
米
担
保
に
よ
る
武
士
貸
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
在
府
の
生
活
に
窮
し
た
諸
大
名
の
家
臣
を
対
象
に
し
た

利
貸
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
４
　
町
人
貸
経
営



　
此
の
場
合
は
両
替
店
相
互
問
の
融
資
を
主
と
し
た
一
般
町
人
に
対
す
る
貸
付
で
あ
る
。
次
の
事
例
は
恐
ら
く
那
波
家
一
族
の
者
に

対
す
る
手
形
貸
に
よ
る
融
通
で
あ
る
。
返
済
条
件
は
「
何
時
二
而
も
此
手
移
」
と
引
替
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
か
か
る

手
形
に
よ
る
信
用
貸
は
常
に
空
手
形
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
余
程
親
密
な
信
用
の
お
げ
る
問
柄
の
場
合
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
。

　
　
預
申
金
之
事

合
金
　
百
五
拾
両
也

右
之
金
子
健
預
リ
申
処
実
正
也
何
時
二
而
も
此
手
形
を
以
急
度
相
渡
可
中
侯
為
後
日
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
那
波
庄
右
ヱ
門
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
破
利
右
ヱ
門
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
那
波
　
伝
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
柳
　
勘
工
門
　
＠

　
　
同
　
　
作
兵
衛
殿

　
　
同
　
　
彦
兵
衛
殿

　
５
　
百
姓
貸
経
営

　
百
姓
貸
の
経
営
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
様
子
は
な
い
が
次
の
事
例
は
税
金
が
高
く
な
っ
て
難
儀
し
て
い
る
出
入
の
百
姓
八
名
に
対
す

る
貸
付
で
あ
る
。
一
人
宛
僅
か
銀
三
拾
匁
、
合
計
弐
百
四
拾
匁
を
八
名
連
帯
の
保
証
に
よ
る
返
済
条
件
を
っ
け
て
融
資
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
こ
と
か
ら
元
禄
時
代
の
華
や
か
な
太
平
文
化
、
消
費
経
済
杜
会
の
か
げ
で
、
生
産
に
ー
従
事
し
、
こ
れ
を
支
え
て
い
た
百

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
（
三
五
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
（
三
六
〇
）

姓
が
い
か
に
高
い
税
金
に
脅
や
か
さ
れ
、
苦
渋
に
満
ち
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
が
同
時
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
覚

　
一
　
銀
弐
百
四
拾
目
者

右
者
此
度
八
木
高
値
一
罷
成
何
茂
難
儀
仕
候
一
付
拝
借
御
願
申
上
候
処
中
く
難
相
調
段
々
ロ
ロ
ロ
共
ロ
ロ
ロ
日
ロ
ロ
至
極
仕
侯

得
共
追
々
八
木
高
二
値
相
成
候
而
必
至
被
差
詰
難
儀
仕
侯
二
付
不
顧
無
礼
返
而
御
願
申
上
候
故
壱
人
前
二
銀
三
拾
匁
宛
惣
銀
高
右
之

通
拝
借
仕
難
有
次
第
二
奉
存
侯
来
丑
ノ
暮
よ
り
卯
暮
迄
三
年
二
返
上
可
仕
侯
連
判
之
内
万
一
相
欠
侯
者
御
座
侯
共
相
残
ル
者
共
よ
り

急
度
差
上
ヶ
可
申
侯
為
其
預
侯
手
形
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
出
入

元
禄
九
丙
子
年
七
月
十
四
日

那
波

伝
兵
衛
殿

作
兵
衛
殿

彦
兵
衛
殿

次
　
兵

善
　
三

吉
左
ヱ

善喜又庄五

兵兵兵兵兵

衛郎門衛衛衛衛衛

＠＠＠＠＠＠＠＠



）二（

江
戸
米
店
の
経
営
彬
態

　
１
　
利
貸
担
保
の
米
売
却
経
営

　
大
名
貸
を
は
じ
め
と
し
て
旗
本
、
御
家
人
貸
、
諸
藩
士
貸
の
多
く
は
「
米
前
金
証
文
」
の
形
式
で
貸
付
げ
て
お
り
、
そ
の
決
済
方

法
が
「
其
時
之
相
場
」
か
ら
「
何
匁
下
げ
」
の
米
価
格
で
前
銀
高
に
相
当
す
る
米
穀
を
受
取
り
決
済
す
る
商
法
を
と
っ
て
い
る
限
り
、

そ
の
引
宛
米
の
処
分
売
却
の
経
営
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
米
穀
買
売
の
江
戸
店
を
別
家
綿
屋
作
丘
ハ
衛
の
名
儀

で
経
営
し
た
の
で
あ
る
。
両
替
店
と
米
店
と
は
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
た
め
店
勘
定
も
分
離
が
見
ら
れ
ず
一
諸
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
七
月
の
「
店
勘
定
目
録
」
に
も
「
江
戸
両
店
」
と
し
て
署
名
捺
印
さ
れ
て
お
り
、
店
の
印

判
も
大
小
の
差
が
見
ら
れ
る
だ
げ
で
あ
る
。

　
次
の
事
例
は
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
大
名
貸
の
代
物
決
済
と
し
て
の
米
九
千
五
百
俵
を
在
所
で
受
取
り
、
自
由
に
江
戸
に
送
っ

て
売
却
し
て
よ
い
と
い
う
証
文
で
あ
る
。
こ
の
九
千
五
百
俵
の
米
は
例
年
引
渡
し
て
い
る
四
万
俵
以
外
に
売
渡
す
米
で
あ
り
、
　
「
月

々
被
売
上
侯
扶
持
米
代
証
文
に
。
右
九
千
五
百
俵
書
加
可
申
候
」
と
あ
る
如
く
、
利
貸
経
営
に
お
い
て
担
保
と
し
て
取
っ
た
引
宛
米
の

売
却
経
営
を
江
戸
米
店
は
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
証
文
之
事

一
、
米
九
千
五
百
康
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
四
斗
三
升
入

右
ハ
家
中
扶
持
方
米
壱
万
俵
為
指
登
候
処
未
ノ
十
一
月
よ
り
当
申
ノ
五
月
迄
扶
持
米
相
渡
六
月
よ
り
十
月
迄
之
扶
持
米
不
足
二
付
右

九
千
五
百
俵
当
秋
新
納
米
引
宛
を
以
才
覚
頼
入
侯
処
二
金
主
中
江
相
談
之
上
相
働
可
給
之
旨
被
致
承
知
全
満
足
候
然
上
ハ
申
定
之
通

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
三
六
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
ゴ
＝
ハ
ニ
）

当
十
月
霜
月
中
旬
迄
右
之
代
米
在
所
於
指
登
無
相
違
急
度
相
後
渡
可
申
侯
間
共
許
江
請
取
当
冬
勝
手
次
第
為
指
登
可
被
申
候
且
亦
来

酉
ノ
年
中
扶
持
方
米
之
儀
者
入
用
員
数
無
相
違
急
度
為
指
登
可
申
侯
条
当
年
中
扶
持
米
之
所
右
引
宛
米
を
以
無
指
支
才
覚
可
給
侯
右

九
千
五
百
俵
米
之
儀
相
定
侯
当
月
引
宛
米
例
年
相
渡
侯
四
万
俵
之
外
二
無
相
違
為
指
登
相
渡
可
申
侯
尤
月
々
被
売
上
侯
扶
持
米
代
証

文
二
右
九
千
五
百
俵
書
加
可
申
侯
問
当
六
月
よ
り
扶
持
米
之
処
何
分
無
指
支
相
働
可
給
侯
為
後
日
手
合
証
文
価
而
如
件

　
元
文
五
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
屋
読
字
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
々
地
忠
太
夫
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
正
弥
右
ヱ
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
木
左
弥
大
　
印

　
　
綿
屋
作
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
金
主
中

表
書
之
通
相
違
有
之
間
敷
侯
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
友
右
ヱ
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漆
戸
　
主
膳
　
印

　
２
　
米
穀
の
売
買
経
営

　
米
店
の
経
営
は
前
述
の
よ
う
に
単
に
貸
付
に
対
す
る
引
宛
米
を
売
却
処
分
す
る
と
い
っ
た
だ
げ
で
は
な
く
、
一
歩
進
ん
で
米
穀
の

売
買
取
引
を
も
経
営
し
、
も
っ
て
流
通
過
程
に
お
げ
る
利
潤
の
追
求
を
も
行
っ
た
こ
と
は
次
の
「
買
米
証
文
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
買
米
証
文



一
・
下
米
五
千
石
此
度
（
不
明
）
為
登
米
一
切
之
支
配
（
不
明
）
就
被
中
付
候
当
年
よ
り
毎
年
右
穀
高
川
通
役
金
赦
免
被
申
付
侯
買
米

場
所
者
郡
山
、
花
登
、
黒
沢
尻
右
於
三
ケ
所
其
所
相
対
を
以
年
々
十
二
月
晦
目
限
調
可
被
申
侯
為
登
方
之
儀
者
諾
事
本
穀
並
為
指
登

可
被
中
事

一
、
米
桿
買
金
銭
指
引
相
場
等
非
常
之
儀
有
之
侯
ハ
バ
詮
義
之
上
買
方
為
相
止
可
申
事

一
、
買
米
数
目
相
済
侯
ハ
ハ
其
所
役
人
改
請
書
上
候
員
数
川
通
証
文
相
出
可
中
事

右
之
通
侯
条
不
依
何
儀
差
支
侯
ハ
ハ
証
文
取
上
可
申
候
為
後
証
価
而
如
件

　
元
文
三
年
十
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
田
仁
右
ヱ
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
弥
右
ヱ
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
木
　
左
弥
太
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
綿
屋
作
丘
ハ
衛
殿

表
書
之
通
相
違
有
之
問
敷
候
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
嶋
内
九
郎
左
ヱ
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
吉
丘
ハ
衛
印

　
こ
の
「
買
米
証
文
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
は
米
五
千
石
の
川
通
税
金
の
免
除
と
、
米
の
買
付
げ
場
所
が
郡

山
・
花
登
、
黒
沢
尻
の
三
ヶ
所
に
指
定
さ
れ
、
十
二
月
晦
日
ま
で
に
幾
何
で
取
引
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
。
第
二
は
米
相
場
非
常

の
場
合
は
買
方
中
止
の
こ
と
。
第
三
は
買
米
の
取
引
が
終
っ
た
た
ら
ば
其
所
の
役
人
が
川
通
許
可
書
を
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
江
戸
に
お
け
る
米
店
の
経
営
は
大
名
か
ら
そ
の
領
米
を
買
付
け
て
江
戸
に
送
り
、
こ
れ
を
売
却
す
る
と
い
っ
た
流
通
過
程
に
お

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
三
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

げ
る
米
穀
の
直
接
売
買
の
経
営
を
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

）三（

経
営
資
金
の
調
達
形
態

一
〇
四
　
（
三
六
四
）

　
１
　
他
人
資
本
の
借
入
形
態

　
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
七
月
に
お
げ
る
江
戸
両
替
店
及
び
江
戸
米
穀
店
の
両
店
の
「
店
勘
定
目
録
」
　
に
よ
る
と
、
決
算
で
は
都

合
三
万
千
三
拾
八
両
弐
分
と
銀
九
匁
六
分
弐
厘
の
巨
額
に
達
し
て
い
る
。
か
か
る
利
貸
及
び
両
替
経
営
の
資
金
な
ら
び
に
米
穀
売
買

取
引
に
お
げ
る
経
営
資
金
の
全
部
が
全
部
那
波
家
の
自
己
資
金
で
賄
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
な
り
の
資
金

が
他
人
か
ら
の
借
入
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
或
は
共
同
出
資
に
よ
る
貸
付
、
買
米
等
が
行
わ
れ
て
い
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
前
述
の
買
米
九
千
五
百
俵
の
「
証
文
之
事
」
の
末
尾
に
お
げ
る
貸
主
の
宛
名
が

「
綿
屋
作
兵
衛
殿
金
主
中
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
町
人
考
見
録
」
で
も
「
江
戸
駿
河

町
両
替
店
に
て
、
南
部
殿
へ
用
達
取
替
相
増
、
凡
四
万
両
余
取
替
高
に
相
成
侯
処
、
彼
家
よ
り
御
断
に
相
成
、
終
に
身
上
指
支
、
其

外
京
都
町
人
よ
り
請
込
高
五
六
百
貫
目
有
レ
之
を
、
年
賦
に
断
申
立
」
云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
京
都
の
町
人
な
ど
か
ら
借
入

れ
た
資
金
も
随
分
巨
額
に
上
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
２
　
大
名
資
本
の
借
入
形
態

　
更
に
又
、
経
営
難
に
陥
入
り
倒
産
の
危
機
に
際
し
て
は
出
入
し
て
い
た
諾
大
名
か
ら
の
融
資
を
う
げ
、
そ
の
破
局
を
切
り
抜
げ
よ

う
と
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
前
掲
の
江
戸
両
店
「
店
勘
定
目
録
」
に
よ
る
借
入
金
■
三
万
弐
千
弐
拾
九
両
六
分
あ
り
、
内
、
大

名
秋
元
氏
だ
げ
で
も
、
寛
保
元
年
ま
で
の
残
り
金
は
金
七
千
六
百
七
両
壱
歩
と
銀
七
匁
八
分
あ
り
、
こ
れ
を
「
壱
ヶ
年
両
度
百
両
宛



壱
ケ
年
弐
百
両
也
」
の
年
賦
返
済
に
し
て
い
る
。
秋
元
氏
か
ら
の
借
入
金
に
つ
い
て
「
町
人
考
見
録
」
に
「
又
秋
元
家
よ
り
泉
州
御

知
行
所
壱
万
石
有
！
之
を
那
波
屋
御
出
入
故
数
年
請
込
、
江
戸
へ
仕
送
り
候
処
右
銀
子
是
又
四
五
百
貫
目
引
込
申
侯
」
云
々
と
あ
り
、

大
名
貸
と
は
反
対
に
大
名
借
り
を
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
南
部
藩
へ
の
大
名
貸
の
焦
付
き
で
江
戸
店
の
経
営
が
危
機
に
－
陥
る
や
、
主
人
九
郎
左
衛
門
自
ら
江
戸
に
下
り
、
芸
州
御
屋
舗
、
又

は
有
馬
御
屋
舗
に
懇
願
し
、
芸
州
か
ら
銀
百
貫
目
、
有
馬
殿
か
ら
は
大
坂
で
米
壱
万
石
拝
借
と
い
っ
た
大
名
借
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

）四（

那
波
家
の
没
落
過
程

　
１
　
宇
治
橋
架
替
事
件
発
生

　
京
都
で
一
、
二
を
争
う
程
の
豪
商
那
波
家
が
何
故
没
落
し
た
か
は
「
町
人
考
見
録
」
で
も
那
波
家
兄
弟
の
町
人
に
あ
る
ま
じ
き
借

上
の
挙
動
に
対
す
る
時
の
町
奉
行
板
倉
内
膳
正
の
宇
治
橋
架
替
え
命
令
が
そ
の
第
一
原
因
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
町

人
と
し
て
如
！
此
の
有
様
不
届
の
至
に
思
召
、
両
人
共
あ
が
り
屋
入
被
二
仰
付
一
、
其
後
御
仕
置
に
も
可
レ
被
二
仰
付
一
筈
の
所
、
御
慈
悲

を
以
首
代
と
し
て
、
宇
治
橋
か
げ
か
へ
被
二
仰
付
一
侯
、
則
近
頃
迄
の
宇
治
橋
は
那
波
屋
掛
申
侯
也
（
中
略
）
扱
素
順
（
兄
）
跡
は
惣

領
九
郎
左
衛
門
相
続
す
と
い
え
ど
も
は
や
其
代
身
上
も
薄
く
成
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
宇
治
橋
架
替
え
事
件
発
生
が
没
落

の
発
端
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
那
波
家
と
は
重
縁
の
問
柄
で
現
存
す
る
柏
原
家
の
文
書
「
乍
嘩
以
書

付
奉
中
上
侯
」
の
中
に
も
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
一
、
那
波
氏
様
御
先
代
大
騒
動
成
御
暮
し
に
て
諸
大
名
様
方
江
御
金
御
用
達
被
遊
何
御
不
足
な
き
御
身
代
御
自
由
過
候
二
付
自
と

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
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五
　
（
三
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御
春
り
出
御
心
得
違
之
儀
御
座
侯
由
　
御
公
儀
様
よ
り
御
各
メ
被
為
仰
付
久
敷
御
遠
慮
被
遊
右
二
付
諸
大
名
様
江
御
貸
付
金
右
騒
動

不
幸
之
様
御
返
済
茂
滞
り
、
其
上
宇
治
橋
新
規
掛
替
御
難
題
を
被
為
仰
付
大
騒
之
物
入
被
遊
其
節
よ
り
彼
是
不
都
合
被
レ
為
レ
成
侯
」

と
あ
り
、
宇
治
橋
新
規
架
替
え
事
件
は
那
波
兄
弟
の
倦
上
行
為
に
対
す
る
幕
府
の
御
各
め
で
全
く
我
身
か
ら
出
た
錆
と
は
い
え
、
一

面
但
株
の
「
商
人
の
潰
る
る
こ
と
を
ば
構
問
敷
也
」
と
い
っ
た
町
人
抑
圧
論
が
幕
府
の
手
で
実
行
さ
れ
、
豪
商
取
潰
し
の
血
祭
り
に

あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
伯
原
家
で
も
重
縁
の
問
柄
で
あ
る
た
め
、
そ
の
救
済
援
助
の
た
め
「
御
店
よ
り
追
々
大

金
を
御
取
替
被
遣
侯
儀
二
御
座
侯
」
と
、
大
金
融
通
に
よ
っ
て
何
と
か
そ
の
破
局
を
救
わ
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
没
落
へ
の
道

は
如
何
と
も
た
し
難
く
挽
回
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
２
　
大
名
貸
の
焦
付

　
「
町
人
考
見
録
」
元
之
巻
、
二
村
寿
安
に
っ
い
て
「
大
名
が
し
の
商
ひ
は
博
突
の
如
く
に
て
、
始
め
少
々
宛
の
損
を
見
切
ら
ず
・

夫
が
種
と
な
り
元
を
動
さ
ん
と
、
終
に
又
か
し
て
は
損
亡
と
た
り
潰
れ
る
也
、
渚
大
名
の
金
借
り
役
人
留
守
居
杯
は
夫
を
お
鳥
に
い

ひ
な
し
、
世
話
に
い
ふ
鼠
の
あ
ぶ
ら
げ
と
や
ら
に
て
、
終
に
わ
な
に
か
か
り
大
損
い
た
し
申
侯
、
然
ら
ば
こ
の
借
貸
は
止
み
可
レ
申

事
な
る
に
、
博
突
を
う
っ
も
の
、
は
じ
め
よ
り
負
ん
と
て
か
か
る
も
の
は
壱
人
も
無
之
、
又
町
人
へ
か
し
侯
得
ば
大
金
は
廻
り
難
し
、

共
上
町
人
身
上
さ
し
支
ひ
る
時
は
、
少
々
の
分
散
を
請
取
申
侯
て
、
相
手
は
跡
方
も
な
く
な
り
申
侯
ゆ
へ
金
銀
持
て
も
可
レ
致
様
な

く
て
、
大
名
が
し
を
は
じ
め
る
也
、
扱
そ
の
大
名
貸
の
金
銀
、
約
東
の
通
取
引
有
レ
之
侯
得
ぱ
、
此
上
も
な
き
手
廻
し
に
て
、
人
数

は
か
か
り
不
レ
申
、
帳
面
壱
冊
に
て
、
天
秤
壱
挺
あ
る
と
埼
明
き
、
誠
に
正
真
の
寝
て
居
て
金
儲
げ
と
は
此
事
也
、
古
語
の
如
く
、

一
得
あ
れ
ば
一
失
あ
り
と
て
、
左
様
の
う
ま
き
事
は
大
な
る
尻
が
来
る
も
の
也
」
と
大
名
貸
は
人
数
は
い
ら
ず
、
帳
面
一
冊
と
天
秤

一
挺
あ
れ
ば
寝
て
い
て
金
儲
げ
の
出
来
る
か
わ
り
に
、
一
度
焦
付
い
た
が
最
後
、
元
の
子
も
な
く
す
る
危
険
こ
の
上
も
な
い
商
売
で



■

あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
更
に
、
京
一
番
と
い
わ
れ
た
両
替
屋
善
六
、
或
は
両
替
屋
善
四
郎
等
も
、
い
ず
れ
も
好
智
に
た
げ
た
大
名
の

謀
略
に
か
か
り
、
そ
の
発
行
し
た
空
手
形
に
よ
っ
て
貸
付
金
を
踏
み
倒
さ
れ
、
没
落
の
悲
運
を
見
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
那

波
家
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
っ
た
。

　
前
述
の
宇
治
橋
架
替
事
件
が
起
り
、
閉
門
の
答
め
を
受
げ
る
や
、
貸
付
先
の
諸
大
名
は
好
機
至
れ
り
と
ば
か
り
返
済
を
断
っ
た
の

で
あ
る
。
中
で
も
南
部
藩
の
如
き
は
那
波
家
江
戸
店
の
貸
付
用
達
金
凡
四
万
両
余
を
空
証
文
で
借
り
倒
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
等
は
那
波
家
に
と
っ
て
は
全
く
の
致
命
的
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
町
人
考
見
録
」
で
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
南

部
殿
へ
用
達
取
替
相
増
、
凡
四
万
両
余
取
替
高
に
相
成
侯
処
、
彼
家
よ
り
御
断
に
相
成
、
終
に
身
上
指
支
、
其
外
京
都
町
人
誇
込
高

五
六
百
貫
目
有
之
を
、
年
賦
に
。
断
中
立
、
南
部
殿
よ
り
米
に
て
年
々
相
渡
し
可
レ
申
約
束
置
候
処
、
此
米
も
は
や
初
年
よ
り
借
方
年

賦
渡
方
程
も
不
レ
参
候
故
九
郎
左
衛
門
江
戸
に
下
り
、
芸
州
御
屋
舗
、
又
は
有
馬
御
屋
舗
に
相
願
、
則
芸
州
よ
り
銀
百
貫
目
拝
借
致

し
、
有
馬
殿
よ
り
明
年
春
御
帰
国
御
手
当
米
の
内
、
大
坂
に
て
当
分
壱
万
石
拝
借
し
、
翌
年
御
帰
国
の
御
用
米
差
出
し
可
レ
申
由
約

束
に
て
拝
借
、
漸
く
其
暮
借
り
方
初
年
の
年
賦
を
相
渡
侯
処
、
明
年
有
馬
殿
帰
国
の
節
、
差
出
用
米
才
覚
出
来
不
申
侯
故
、
有
馬
殿

大
に
御
立
腹
あ
り
、
則
京
都
町
御
奉
行
へ
御
届
被
二
中
入
一
候
得
ど
も
、
那
波
屋
は
可
レ
致
様
な
く
、
軽
き
閉
門
被
二
抑
付
一
門
を
し
め

居
中
候
」
と
、
南
部
藩
の
大
名
貸
に
対
す
る
計
画
的
な
空
手
彩
の
発
行
が
つ
ま
ず
き
の
第
二
の
原
因
で
あ
っ
た
。

　
次
に
か
か
げ
る
「
乍
恐
願
上
口
上
覚
」
は
那
波
家
没
落
過
程
に
お
げ
る
主
人
九
郎
左
衛
門
が
起
死
挽
回
の
た
め
東
奔
西
走
し
、
諸

大
名
方
へ
の
貸
付
金
の
回
収
に
狂
奔
し
て
大
名
か
ら
の
借
金
を
返
済
せ
ん
も
の
と
努
力
し
た
が
、
何
れ
も
返
済
の
断
を
受
げ
、
借
金

先
の
大
名
へ
の
返
済
見
込
み
も
な
く
、
遂
に
刀
折
れ
矢
尽
き
て
如
何
と
も
し
が
た
く
難
渋
其
の
極
を
き
わ
め
「
家
名
断
絶
此
節
二
極

里
侯
哉
与
奉
存
侯
」
「
只
今
ノ
住
所
成
共
指
上
上
納
残
金
御
憐
敗
心
を
以
奉
蒙
御
免
度
」
と
し
て
「
一
、
京
都
西
洞
院
二
条
上
ル
町
私
住

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
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所
表
問
口
拾
四
五
問
裏
行
町
並
二
而
寸
志
計
之
物
二
者
御
座
候
共
為
冥
加
指
上
候
様
二
奉
願
侯
」
と
し
て
、
家
屋
敷
を
明
渡
し
て
返

済
に
あ
て
、
自
分
は
裏
町
小
川
に
蟄
居
僅
か
に
家
名
だ
げ
は
存
続
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
裏
町
小
川
に
蟄
居
す
る
こ
と
を
許

し
て
い
た
だ
く
御
礼
と
し
て
三
百
両
を
十
二
月
晦
日
限
り
上
納
す
る
と
い
う
こ
と
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
難
渋
き
わ
ま
り
な
い
現
在

の
有
様
で
あ
る
か
ら
残
額
の
元
金
返
済
は
「
此
度
御
慈
悲
を
以
被
為
下
置
頂
戴
仕
」
る
様
に
御
願
い
す
る
と
い
っ
た
「
口
上
覚
書
」

が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
当
時
の
大
名
貸
を
は
じ
め
と
す
る
利
貸
の
大
町
人
の
多
く
が
そ
の
末
路
に
お
い
て
あ
わ
れ

を
と
ど
め
た
か
は
推
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
覚

一
、
御
家
様
江
進
侯
上
納
金
之
義
段
々
御
慈
悲
御
宥
免
を
以
ケ
也
二
茂
進
侯
是
迄
上
納
仕
御
願
を
以
家
名
相
続
仕
来
難
有
奉
存
侯
処

近
年
別
而
私
身
上
相
詰
一
昨
年
必
至
与
家
名
断
絶
仕
侯
様
に
罷
成
行
当
迷
惑
仕
侯
二
付
又
侯
大
勢
之
金
主
共
江
損
金
相
懸
ヶ
依
之
一

昨
冬
上
納
金
之
分
調
兼
乍
恐
去
春
中
よ
り
段
々
御
願
申
上
侯
所
年
久
敷
御
事
故
乍
恐
心
得
違
共
御
座
侯
而
去
冬
大
坂
表
江
私
儀
被
為

召
出
被
仰
渡
侯
趣
驚
入
乍
揮
御
尤
至
極
と
恐
入
奉
存
侯

右
二
付
御
各
恐
入
前
後
不
顧
旧
冬
上
納
之
義
書
付
を
以
願
上
候
処
御
聞
済
被
為
下
難
有
仕
合
奉
存
侯
右
上
納
仕
候
金
子
一
向
手
当
無

御
座
押
詰
迄
茂
右
調
達
一
包
出
来
不
仕
乍
恐
十
方
二
暮
レ
秘
術
を
尽
シ
様
々
才
覚
筋
筋
を
以
漸
大
坂
表
迄
上
納
仕
侯
仕
合
二
御
座
侯

続
而
当
春
中
上
納
金
之
儀
者
其
醐
よ
り
色
々
愚
案
以
心
懸
侯
得
共
今
以
調
達
仕
兼
又
侯
恐
入
罷
有
侯
然
共
旧
冬
願
上
置
戻
上
ハ
如
何

様
二
茂
仕
此
儀
者
是
非
上
納
可
仕
と
無
油
断
才
覚
仕
居
候
所
今
度
奉
蒙
仰
驚
入
諸
御
出
入
仕
侯
御
屋
敷
様
方
七
ケ
所
江
身
上
相
詰
此

節
家
名
難
相
立
候
難
渋
之
儀
共
近
国
江
者
私
罷
下
又
手
代
共
指
下
願
上
侯
得
共
何
方
様
二
茂
御
聞
届
者
宜
敷
御
座
侯
得
共
品
々
御
指

支
之
筋
被
仰
聞
御
壱
ケ
所
様
よ
り
も
柳
之
御
救
茂
不
被
成
下
少
々
茂
心
当
二
茂
仕
侯
処
当
惑
仕
侯
先
年
於
御
当
地
無
余
儀
他
借
を
以

、



御
用
立
上
侯
両
御
屋
敷
様
方
一
切
御
返
済
不
被
成
下
無
是
非
御
奉
行
様
江
御
願
申
上
月
々
切
金
被
仰
付
侯
処
設
々
御
不
参
茂
多
今
年

者
末
少
茂
御
渡
シ
茂
無
御
座
候
是
等
を
以
近
年
大
借
年
賦
返
済
等
茂
可
仕
心
当
二
御
座
侯
処
右
二
付
一
切
余
金
無
御
座
目
用
之
儀
迄

茂
相
逼
リ
必
至
与
困
窮
至
極
難
儀
仕
去
冬
以
来
問
無
御
座
侯
処
又
候
御
願
奉
中
上
侯
義
恐
入
奉
存
候
得
共
左
二
段
々
願
上
侯
通
当
七

月
分
之
上
納
必
至
迄
手
当
無
御
座
其
砺
二
相
成
御
願
奉
申
上
侯
義
重
々
奉
恐
入
無
是
非
乍
恐
御
願
奉
願
上
度
私
義
出
府
仕
侯
恐
多
申

上
事
二
御
座
侯
得
共
数
ヶ
所
之
御
屋
敷
様
秘
術
ト
願
上
侯
而
茂
御
助
之
筋
曽
而
無
御
座
御
番
所
金
と
て
も
右
二
中
上
候
通
二
御
座
侯

二
付
家
名
断
絶
此
節
二
極
里
候
哉
与
奉
存
候

御
厚
恩
之
御
家
様
二
御
座
侯
得
者
何
と
ぞ
為
賢
知
左
之
通
只
今
ノ
住
所
成
共
指
上
上
納
残
金
御
憐
敗
心
を
以
奉
蒙
御
免
度
悉
細
左
二
乍

恐
奉
願
上
侯

一
、
京
都
西
洞
院
二
条
上
ル
町
私
住
所
表
問
口
拾
四
五
問
裏
行
町
並
二
而
寸
志
計
之
物
二
者
御
座
侯
得
共
為
冥
加
指
上
侯
様
二
奉
願

侯
井
裏
町
小
川
先
年
住
所
二
御
座
侯
得
共
段
々
衰
及
無
人
侯
二
付
余
人
之
住
居
二
借
置
申
侯
右
二
付
申
上
度
品
も
御
座
侯
得
共
此
儀

者
恐
入
書
略
仕
候
西
洞
院
指
上
裏
小
川
も
相
離
侯
而
者
数
年
御
家
様
よ
り
御
厚
恩
被
成
下
候
先
祖
之
住
所
ヲ
相
離
候
而
者
家
名
断
絶

同
前
二
相
聞
乍
恐
義
歎
ケ
敷
次
第
奉
存
候

願
上
侯
者
御
免
を
以
裏
町
二
右
地
面
之
内
少
々
住
居
仕
一
日
成
共
家
名
取
続
申
度
重
々
乍
恐
此
上
之
念
願
二
御
座
侯
右
代
金
と
し
て

三
百
両
来
ル
極
月
晦
日
限
冥
加
金
上
納
可
仕
侯
此
段
御
聞
届
被
成
下
右
地
面
之
内
蟄
居
仕
侯
得
者
自
由
ケ
問
敷
恐
入
候
共
向
後
諾
方

様
江
ロ
ロ
ロ
ロ
命
々
取
続
相
願
侯
聞
届
被
成
下
御
残
元
金
上
納
之
義
此
度
御
慈
悲
を
以
被
為
下
置
頂
戴
仕
侯
様
被
為
仰
付
候
様
奉
願

上
候
千
万
奉
恐
入
侯
共
去
春
中
よ
り
茂
追
々
奉
申
上
侯
通
必
至
与
可
仕
様
無
御
座
躰
二
相
成
段
々
此
度
茂
奉
申
上
侯
通
詰
果
候
二
付

不
顧
恐
御
歎
御
願
中
上
侯
御
慈
悲
を
以
願
之
通
奉
蒙
仰
侯
ハ
ハ
此
上
重
々
二
侯

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
ご
＝
ハ
九
）

仕

柵



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
三
七
〇
）

御
厚
恩
生
く
世
二
難
有
奉
存
侯
此
趣
乍
揮
御
年
寄
中
様
御
役
人
中
様
江
何
分
宜
敷
御
沙
汰
奉
願
上
侯
以
上

　
　
　
三
月
一
一
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
那
波
九
郎
左
衛
門

　
石
川
家
内
様

　
四
宮
庄
左
ヱ
門
様

　
近
藤
重
左
ヱ
門
様

　
以
上
の
如
く
元
禄
期
に
は
京
都
で
二
一
を
争
っ
た
一
世
の
富
豪
町
人
那
波
家
も
、
大
名
貸
に
失
敗
し
、
終
い
に
は
数
多
く
の
出
資

者
に
迷
惑
を
か
げ
、
小
川
裏
町
で
細
々
と
そ
の
家
名
だ
け
を
明
治
初
年
に
至
っ
て
断
絶
す
る
ま
で
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幕
末

か
ら
明
治
初
年
に
至
る
迄
の
那
波
家
の
状
態
は
逼
塞
を
重
ね
た
あ
わ
れ
な
没
落
へ
９
道
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
次
の

「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」
に
あ
る
如
く
、
古
い
大
名
貸
の
貸
付
金
を
如
何
に
し
て
少
し
で
も
回
収
し
、
崩
壌
に
頻
し
た
家
計
の
足
し
に

し
よ
う
と
努
力
し
た
か
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
前
々
代
よ
り
只
今
二
至
リ
諸
家
様
方
夫
々
御
舘
入
仕
罷
在
候
」
と
由
来
を
述
べ
、
と
こ
ろ
で
「
諸
家
様
方
江
茂
夫
々
御
用

金
相
達
申
居
侯
処
段
々
及
難
渋
終
ハ
御
用
金
相
達
侯
身
力
茂
無
之
」
く
な
っ
た
た
め
御
家
大
名
方
へ
歎
願
し
た
と
こ
ろ
「
是
迄
御
用

達
侯
勤
功
ヲ
以
夫
々
御
扶
持
方
下
シ
被
レ
置
」
れ
て
自
分
の
代
に
至
っ
た
が
、
借
財
に
借
財
が
重
な
っ
て
、
御
用
金
ま
で
も
借
用
に

及
び
返
済
の
方
途
が
な
く
な
り
、
　
「
逼
塞
等
茂
仕
隠
家
罷
暮
」
し
難
儀
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

諸
大
名
が
貸
金
し
て
も
ら
っ
た
大
町
人
に
何
故
扶
持
米
を
与
え
た
か
は
一
っ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
名
方
に

用
達
し
た
貸
金
が
回
収
不
能
に
な
っ
て
そ
の
町
人
が
公
儀
へ
訴
願
し
た
場
合
、
大
名
側
は
彼
の
町
人
は
当
家
よ
り
扶
持
方
を
与
え
て



い
る
家
来
で
あ
る
と
抗
弁
し
て
公
儀
の
裁
決
を
有
利
に
し
、
扶
持
身
分
授
与
の
事
実
を
も
っ
て
借
金
踏
み
倒
し
の
方
便
に
利
用
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
計
画
的
で
狡
滑
な
扶
持
授
与
の
利
用
は
京
一
番
と
い
わ
れ
た
両
替
屋
善
六
の
身
上
潰
れ
に
も
見
え
て
い
る
。

「
町
人
考
見
録
」
に
。
コ
一
代
目
善
六
代
に
、
作
州
津
山
城
主
森
美
作
守
殿
へ
一
万
貫
目
余
取
替
候
所
、
滞
候
に
付
身
上
潰
れ
申
候
、

其
節
善
六
江
戸
に
趣
き
、
件
の
森
家
取
替
銀
を
ぼ
公
儀
へ
願
訴
す
と
い
へ
ど
も
、
森
家
よ
り
善
六
は
扶
持
方
を
給
ひ
置
家
来
の
由
中

立
る
故
、
却
善
六
難
儀
に
及
び
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
て
那
波
家
で
も
「
御
扶
持
斗
二
而
者
目
々
之
暮
シ
斗
リ
ニ
而
外
二
返
弁
之
術
」
も
な
く
、
逼
塞
隠
家
住
居
の
貧
乏
募
で
あ
っ
た
。

往
昔
の
貸
付
金
三
口
合
金
百
五
拾
両
と
銀
弐
拾
貫
六
百
九
匁
六
分
（
借
用
証
文
に
殿
様
の
署
名
入
）
は
こ
の
際
棚
上
げ
し
て
「
此
度
不

残
奉
献
上
仕
候
」
か
ら
、
現
在
の
大
難
渋
を
救
助
し
て
下
さ
れ
た
い
と
、
幕
末
に
お
け
る
那
波
家
没
落
の
窮
状
を
亀
山
藩
の
役
人
を

通
じ
て
救
済
方
を
歎
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
乍
恐
奉
願
口
上
書

一
、
私
儀
那
波
九
郎
左
ヱ
門
与
申
者
二
御
座
侯
処
前
々
代
よ
り
只
今
二
至
リ
諸
家
様
方
夫
々
御
館
入
仕
罷
在
候
而
相
応
相
暮
シ
　
諸

家
様
方
江
茂
夫
々
御
用
金
相
達
申
居
侯
処
段
々
及
難
渋
終
ハ
御
用
金
相
達
侯
身
力
茂
無
之
様
罷
成
夫
故
前
々
代
金
諸
家
様
方
江
歎
願

仕
侯
処
是
迄
御
用
達
候
勤
功
ヲ
以
夫
々
御
扶
持
方
下
シ
被
置
右
ヲ
以
私
代
二
至
今
日
迄
家
名
相
続
仕
罷
在
侯
然
処
先
代
よ
り
追
々
借

財
重
り
私
代
二
至
リ
尚
又
重
借
財
与
罷
成
何
分
御
大
切
之
御
用
金
迄
借
用
仕
居
候
問
御
扶
持
斗
二
而
者
日
々
之
暮
シ
斗
リ
ニ
而
外
二

返
弁
方
之
術
無
之
連
圭
遇
塞
等
茂
仕
隠
家
罷
暮
シ
候
得
者
難
渋
之
憂
茂
免
連
仕
法
達
茂
相
附
侯
得
共
先
祖
よ
り
永
々
代
々
相
続
乍
致

私
代
二
至
隠
家
住
居
侯
而
者
先
祖
江
対
シ
不
孝
二
当
リ
第
一
　
諸
家
様
方
之
御
用
茂
勤
リ
不
申
尤
世
間
面
目
至
極
仕
侯
問
夫
故
只
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ル
シ
ク

ニ
至
リ
前
々
同
様
之
住
居
二
而
今
分
是
迄
之
通
表
ヲ
張
リ
難
渋
之
儀
ヲ
世
問
江
不
出
痩
意
志
ヲ
張
内
実
一
段
苦
舗
罷
暮
シ
申
侯
然
ル
処

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
三
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
（
三
七
二
）

私
方
前
々
代
至
当
　
御
屋
舗
江
出
侯
御
用
金
相
達
罷
在
侯
処
右
御
証
書
只
今
迄
大
切
所
持
仕
然
ル
処
前
代
よ
り
私
代
二
至
不
相
替
御

館
入
茂
仕
居
尤
御
用
相
勤
侯
儀
義
近
年
之
事
二
御
座
侯
得
者
亦
御
返
弁
茂
相
願
侯
事
茂
出
来
申
侯
得
共
何
分
余
程
年
数
茂
相
立
申
居

候
問
健
成
御
証
文
与
者
乍
申
此
儀
ハ
還
而
奉
恐
入
候
問
夫
故
此
度
御
返
弁
之
儀
ハ
決
而
相
願
不
奉
申
上
侯
然
ル
所
御
証
文
二
者
　
太

守
様
御
名
前
迄
書
認
有
之
問
後
二
至
鹿
未
相
成
侯
而
者
是
亦
奉
恐
入
事
是
二
依
而
此
度
三
口
合
金
百
五
拾
両
ト
銀
弐
拾
貫
六
百
九
匁

六
分
右
証
文
　
御
上
様
江
此
度
不
残
奉
献
上
仕
侯
然
ル
処
前
文
之
通
当
時
大
難
渋
之
族
侯
問
前
々
代
二
至
御
用
相
勤
侯
節
之
功
ヲ
以

只
今
難
渋
之
私
江
御
助
情
御
救
二
預
リ
申
度
乍
恐
奉
願
上
侯
右
以
厚
恩
御
聞
届
被
成
被
下
侯
ハ
バ
立
行
方
茂
仕
何
共
難
有
仕
合
二
奉

存
侯
当
時
二
而
ハ
　
御
役
人
様
方
迄
茂
年
始
八
朔
暑
寒
等
之
文
通
茂
不
差
出
数
年
之
間
不
通
共
儘
相
窺
茂
不
致
此
度
難
渋
之
儀
申
立

歎
願
ノ
次
第
奉
恐
入
候
何
分
必
至
難
渋
二
付
恐
ヲ
茂
不
顧
不
得
止
事
奉
願
上
候
何
卒
此
後
前
代
之
通
不
相
替
御
館
入
茂
相
願
身
薄
之

私
二
御
座
侯
得
共
夫
相
応
御
為
方
筋
茂
相
働
御
奉
公
申
上
度
侯
何
卒
右
歎
願
之
次
第
御
助
情
御
救
被
成
被
下
度
平
伏
而
奉
願
上
侯
右

聞
届
ヶ
被
成
被
下
侯
ハ
ハ
難
有
仕
合
奉
存
侯
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
小
川
二
条
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
那
波
九
郎
左
ヱ
門
　
印

　
安
政
七
年
申
正
月

　
　
亀
山
様
御
屋
敷

　
　
　
　
御
役
人
中
様

　
更
に
那
波
家
没
落
断
絶
の
直
前
の
明
治
四
年
の
新
政
府
の
治
下
に
な
っ
て
も
旧
大
名
貸
よ
り
の
返
還
を
あ
き
ら
め
切
れ
ず
返
済
方

を
旧
藩
に
願
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
巨
額
の
金
が
諸
大
名
達
の
手
に
よ
っ
て
焦
付
き
、
踏
倒
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
。
又
こ
れ



に
よ
っ
て
大
名
貸
が
如
何
に
危
険
に
富
ん
だ
利
貸
経
営
で
あ
っ
た
か
。
更
に
那
波
家
の
利
貸
経
営
の
実
態
が
如
何
に
野
放
図
な
仕
方

で
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
「
乍
恐
奉
歎
願
口
上
書
」
は
肥
後
熊
本
藩
細
川
氏
に
対
す
る
貸
付
金
銀
四
百
拾

四
貫
余
り
の
返
却
請
求
の
歎
願
書
で
あ
り
、
大
名
貸
商
人
の
末
路
の
悲
哀
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
っ
げ
ら
れ
る
思
い
の
す
る
文
書
で
あ

る
。　

　
乍
恐
奉
歎
願
口
上
書

一
、
合
銀
四
百
拾
四
貫
九
百
七
拾
八
匁
也

右
御
証
文
四
通
合
銀
二
御
座
侯
（
不
明
）
私
義
当
時
極
難
渋
之
身
分
二
相
成
其
上
旧
借
財
等
多
分
有
之
侯
之
処
此
節
二
至
リ
厳
敷
取

立
二
参
リ
殆
当
惑
困
リ
入
今
目
之
糊
口
凌
兼
侯
次
第
二
付
不
得
止
事
右
之
御
銀
子
乍
恐
奉
歎
願
奉
頂
戴
度
侯
必
至
因
窮
之
折
柄
二
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
切
）

座
侯
問
何
卒
格
別
之
御
垂
憐
ヲ
以
御
銀
子
御
下
ケ
渡
二
相
成
侯
様
只
管
奉
願
上
侯
宜
敷
御
執
成
之
程
偏
二
奉
節
願
上
侯
以
上

　
明
治
四
年
戊
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
小
川
通
二
条
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
那
波
九
郎
左
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
病
気
二
付
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
小
川
通
一
条
上
ル
西
入
仲
之
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
　
類
　
　
　
　
七
　
兵
　
衛

　
肥
後
御
屋
敷

　
　
　
　
御
役
人
中
様

　
　
　
近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
三
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
（
三
七
四
）

　
次
の
表
は
那
波
家
最
後
の
九
郎
左
衛
門
が
明
治
四
年
十
月
、
維
新
政
府
宛
に
布
告
に
よ
っ
て
差
出
し
た
貸
付
の
「
諸
大
名
方
証
文

写
」
と
差
出
さ
な
か
っ
た
分
の
一
覧
表
で
あ
る
。
前
者
は
諸
大
名
四
拾
家
に
対
し
、
貸
付
金
合
計
八
五
二
五
両
三
分
二
朱
と
貸
付
銀

三
六
六
九
貫
七
九
八
匁
八
〇
二
に
上
る
巨
額
の
貸
付
証
文
が
不
渡
証
文
と
な
り
不
払
に
な
っ
て
焦
付
き
、
後
者
で
は
因
州
家
だ
け
で

四
八
五
七
貫
余
の
貸
付
銀
が
踏
倒
さ
れ
て
い
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
奥
州
、
関
東
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
と
全
国
の
諸
大
名

が
貸
付
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
東
北
、
山
陰
、
四
国
、
九
州
の
諸
大
名
の
不
渡
が
多
い
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
の
大
名
経
済
の

逼
迫
が
地
域
別
に
ほ
ぽ
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
。
な
お
利
息
は
余
り
高
利
で
も
な
く
、
証
文
の
形
式
は
一
、
借
金
証
文
、
二
、
米
前
金

証
文
、
三
、
国
産
物
前
金
証
文
に
な
っ
て
お
り
、
内
容
は
米
、
国
産
物
（
材
木
、
大
豆
等
）
の
代
物
支
払
い
か
、
元
利
皆
済
の
も
の

で
年
賦
支
払
い
の
多
い
の
は
貸
付
金
回
収
が
当
時
す
で
に
困
難
で
あ
り
、
容
易
な
状
態
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
大

名
貸
が
如
何
に
危
険
き
わ
ま
り
な
い
貸
付
経
営
で
あ
り
、
那
波
家
没
落
の
運
命
を
こ
の
一
覧
表
は
語
り
続
げ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言

で
は
な
い
の
で
あ
る
。



件条付貸号年率ｕ禾額金付貸名文証

枚
数名大付貸

借めた毛損之潮
風
用

米
米
月
宛
斗
上
事
上
上
上
済

貢
　
貢
　
１
２
匁
　
４
　
月
の
月
事
月
事
月
事
皆

年
年
年
Ｏ
Ｏ
但
保
１
２
済
１
２
の
１
２
の
ｕ
の
利

の
保
の
保
６
９
石
担
皆
済
済
済
元

年
担
年
担
一
２
貫
保
５
２
俵
切
利
切
皆
切
皆
切
皆

５
石
５
石
４
１
担
２
３
０
年
元
年
利
年
利
年
利
切

禄
８
０
禄
５
０
享
旬
米
米
６
ケ
に
ケ
元
ケ
元
ケ
元
年
事

元
２
８
元
２
８
貞
上
の
現
入
３
旬
３
旬
４
旬
３
旬
１
の

済皆ｕ禾元切

之
済

分
返

５
冨

　
禾

切
加年

の
　
　
目

分
事
貫

３
の
２
８
事

　
済
　
　
の

切
皆
切
済

年
　
年
皆

年
事
ケ
宛
事
ケ
宛
ケ

ー
の
５
１
の
３
１
６
宛

２
８
旬
　
返
　
年
　
　
　
５
３
宛
　
年
宛

年
中
　
良
　
ケ
宛
　
年
匁
　
ケ
匁
　
１
４

毎
月
　
禾
　
　
－
匁
　
　
ケ
５
　
１
５
　
文
事

　
１
２
加
　
１
４
１
銀
　
銀
寛
の

切
　
事
　
　
　
賦
歩
事
　
　
歩
　
賦
歩
事
　
済

年
宛
の
切
事
年
２
の
賦
－
　
年
２
の
切
皆

ケ
目
済
年
の
ケ
両
済
年
宛
事
ケ
両
済
年

６
貫
皆
－
済
１
５
４
８
皆
１
５
両
の
３
０
１
９
皆
１
１
２

２
１
月

月
ｕ

．
正

ｏ
）
　
　
　
４

宝延

禄元

〃

月正
’
４
　
　
　
　
　
Ｆ
Ｏ

享貞

永宝

２
５

２
５

１
３

．
１
２
　
５
　
４

１
０
　
４
　
１
３

文
　
文
　
文

寛
　
寛
　
寛

１
３

　
．
ｕ

．
皿

ｕ
〃

元保寛

１
２２

〃

２保寛

１６６文寛

５

９
一

文寛

Ｅ
Ｕ
　
　
　
ｎ
■
一
　
　
　
Ｆ
０
　
　
　
　
１
１

月
．
正

．
１
２

４
　
　
　
９
－

保正

保正

月
．
正

５保正

４保正

１
２

１
４保享

１
２

１
４

〃

１
２５文元

１
２

１
３文寛

付
匁
付
匁
分

こ
Ｏ
　
こ
０
　
９

吾
（
）
　
　
；
（
）

貫
－
貫
１

１
０
月
１
０
月
月

分９

　
厘

分
５

　
　
１

月
　
　
月

　
厘
付
匁
付
匁

分
５
に
貫
０
０
に
３
０

１
　
貫
１
５
貫
－

月
　
１
０
年
　
１
０
月

付
匁

に
２
０

貫
１

１
０
月

に
匁

貫
２
０

１
０
１

月
付

、

自
じ

ｕ禾無

分

月
９ケ１

　
○

匁
１
０

　
７
８

貫
１
８

　
４
６

最
－金

ｏ
ｏＯ０４５１１

ｏ
ｏＯＯ０４１１

ｏ
ｏＯＯ０

３
８

　
　
　
ｏ
ｏ

　
　
　
Ｏ

　
　
　
ｏ
ｏ

両
２
貫
０
・

２
５
　
２

金
　
　
銀

ｏ
ｏＯＯ０

３
０

ｏ
ｏＯＯ０

３
０

ｏ
ｏＯＯ０

６
０

６
０９０６

１
８

ｏ
ｏＯＯＯ

３
．
両
０

　
　
１
５

ｏ
ｏ

　
Ｏ

　
ｏ
ｏ

貫
０
・

　
５

金
　
　
銀

ｏ
ｏＯＯＯ

５
０

ｏ
ｏＯＯＯＯ○ユ

ｏ
ｏＯＯＯ

２
０

ｏ
ｏ０００Ｏ０１

ｏ
ｏＯＯＯ

０
・
両
０

１
０
　
７
３

　
金

両
両

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

（
Ｏ
り
ん

金
足

元
利

｛
Ｏ０８

２
歩

両
８
７５金

００５

事之子銀申用

化
日

事之銀前

米
　
　
〃

申取請

米
申

之
取

分
請

領
銀

事之銀前

膳
前
事
米

大
為
之
申

川
渡
子
取

細
売
銀
請

事之子銀申用借

〃

〃

〃

事之子銀申用借

事之子銀申り預

事之子金申用借

事之銀用借

〃

事之子銀申用借

〃

”

〃

覚

覚

事之子金申預

事之子金申用借

４

３

２
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

３

６

１刀細本熊後巴

〃

膳大細

田戸濃美

正女采田戸

　
　
門

　
　
左

”
　
田

　
　
戸

〃

　
守

　
伊

　
紀

　
平

波
松丹

〃

〃

　
守

　
総

　
下

忍
平

州
松武

〃

　
守

　
濃

賀
信

佐
島

前
鍋肥

〃

〃

〃

　
守

　
後

　
備

　
藤

向
内

〃

〃

倉板平松中備

近
世
京
都
商
人
那
波
家
の
江
戸
店
経
営
と
そ
の
没
落
に
つ
い
て
（
足
立
）

一
五
　
（
三
七
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
七
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）

一
一
六
　
（
三
七
六
）

件条付貸号年率ｕ禾

済皆切月ｕ

済皆切月ｕ

切月ｕ

９月事
上

切
の

．
事
月
済

２
の
ｕ
皆
同

ル
事
ル
事
宝
済
ル

来
の
来
の
延
皆
来
歩

禾
　
　
　
　
時
付
保
　
　
－
皆
　
元
　
年
元

切
元
　
　
切
　
　
・
に
担
　
　
歩
共
　
　
利
　
　
ケ
利

月
利
月
米
石
米
上
－
金
加
事
－
加
事

ｕ
加
事
１
２
　
秋
１
の
　
　
月
元
　
　
　
の
　
　
の

年
厘
の
年
事
年
の
直
　
　
　
禾
　
切
済
賦
宛
済

７
１
済
７
の
１
６
場
下
同
切
加
事
月
皆
年
貫
皆

保
歩
皆
保
済
禄
相
匁
　
　
年
　
の
１
２
共
ケ
８
共

享
－
共
享
皆
元
之
５
　
　
１
厘
済
当
金
１
５
銀
金

５

３
一

　
１

４
　
　
　
．
　
４

１
３
　
１
３

文
寛
　
〃

４

１
２元

１
３
１
３

宝
文
文

延
寛
寛

ｕ６保享

１
２

〃

１
０

●５１禄元

〃

ｕ

６
一

保享

月正

７
一

宝

２
６７

郊

鵬
蠣
碑
限
鵬
制
轟
赫
事
　
鵠

鵠
鏑
離
胡
離
ポ
川
共
限
紗
払
、
辮

服
服
服
愉
綴
繍
事
蟻
綴

ｕ
　
９
　
７
　
安
皆
１
２
　
３
皆
安
加
の
当
元
１
０
　
５
８
４

延
１
７
寛

ｕ３保享

６

６
一

永安

４

６
一

永安

２

６
一

永安

８

６
一

永安

７

７
一

永安

１
０

６
一

永安

１
２

３
一

永安

５４永安

３

５
一

保享

８

９
一

保享

分
分
分
歩

月
９
月
９
月
－
月
９

ケ
　
ケ
　
ケ
　
ケ

１
■
一
　
　
１
１

１
■
　
　
１
■

〃

厘
　
厘
捨

１
　
２
切
　
朱

歩
　
歩
息
、
八

月
－
月
－
利
　
　
月

歩

分

１
■
　
　
１
■

月
　
月

、

自
山

ｕ禾無

額金付貸名文証

枚
数名大付貸

両ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

７
‘
　
　
Ｆ
Ｏ
　
　
Ｆ
Ｏ

金

Ｏ０３

Ｏ０５

０５２

両
ｏ
０１金新

　
　
ｏ
ｏ

　
　
○

貫
　
ｏ
ｏ
両

　
　
０
・
５
０

９
０
　
６
２

銀
　
　
　
金

ｏ
ｏ

ｏ
ｏ

貫
１
０

８
銀

ｏ
ｏ００００２１

　
ｏ
ｏ

　
○

両
ｏ
ｏ

０
０
貫
２
・

Ｏ
０
　
　
１
■

金
銀

ｏ
ｏＯ００

１
０

ｏ
００００９

ｏ
ｏＯＯ０９

ｏ
００００

２
０

ｏ
ｏＯＯ○

ユ
ｏ

ｏ
ｏＯＯ０５

　
分
５

０
匁
５
０

０
銀
　
　
０

０
・
歩
－
匁
０
・

ｍ
両
２
７
島

１
０
金
１
８
銀
４

事之子金申用

比
目

〃

〃

〃

〃

事之子
金
　
　
”

申り預

事之銀米申取請

事之子

〃
金申り預

事之子銀申用借

定相二切年金
用
事

借
侯

事之子金申用借

事之子銀申り預

〃

〃

〃

〃

〃

事之子銀申り預

事之子銀申り預

事之銀申り預

事之子銀申用借

５

ｎ
Ｚ
　
　
　
　
　
　
７
‘

４

倉板
山
　
”
　
”
　
”

松中備

〃

守渡

津
佐

唐
原

前
笠

肥
小

〃

〃

”

〃

守斐

岡
甲
〃

福
田

前
黒筑

守前

石
越
〃

出
石

馬
仙但

”

〃

〃

〃

〃

守

宮
幡

都
因
〃

宇
田

州
戸野

守
守

宮
城
宮
幡

都
山
都
因

宇
田
宇
田

洲
戸
洲

野
野

戸



件条付貸号年率ｕ禾

而
　
て
　
　
て
　
事

に
　
に
切
　
に
切
　
の

米
金
月
金
月
済

　
代
６
代
１
２
皆

賦
事
払
年
事
払
年
事

年
の
売
６
の
売
５
の
賦

ケ
済
豆
禄
済
豆
禄
済
年

６
皆
大
元
皆
大
元
皆
１
０

５
０
　
　
済

金
中
皆

り
月

よ
１
２
　
限

年
年
事
月

１
２
毎
の
１
２

１
２
事
日
の

年
の
１
５
済

毎
済
月
皆

皆
１
２
て

賦
限
　
に

年
日
賦
米

保
宛
済
年
事
ケ
帖
年

事の済皆暮年

享
両
皆
当
の
９
月
５
限
事
当

の済皆賦年ケ
５
事

　
事

切
　
の

月
　
済

４
　
皆

年
事
共

１
６
の
成

保
済
時

享
皆
何

払
の

売
済

米
皆所

行
宛

知
引

州
金

江
代
事

上
上

同
同

宛才悟教屋

で宛門衛右市

腕
貞ド貞五

　
宛

　
衛

上
兵

　
仁

で宛理宗

屋
用
同
屋
用
屋

金
用
屋
用
磨
借

雁
借
暮
借
播
で

で宛門ヱ右勘

用借で宛丸

粉
借
勢
用
宅
用
審

白
で
伊
借
三
借
桂

２
５５元暦明

９４禄元

〃

１
２７明天

１
２ｕ保享

一
」
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
１
・
一

月
１
２
　
１
２

．
正
．

３
　
　
　
４
　
　
　
（
ｏ

応承

禄元

禄

元
２
０

月
７
．

．
正
．

○
ム
　
　
Ｆ
ｏ

和天

宝延

ｏ
Ｏ
　
　
（
Ｏ

「
０
　
　
７
‘

１保
保

享
ｕ
享

禄元

〃

〃

９禄元

〃

〃

〃

〃

”

〃

〃

年
匁

翻
一

、

自
』

ｕ禾無

　
　
匁
　
　
害

鼠
　
　
付
９
　
　
１

利
　
　
貫
　
　
年

無
　
　
１
　
　
　
１

１
匁
１
０
貫
　
宛
　
ケ
宛
　
匁

搬
畔
搬
服
搬
撤

額金付貸名文証

文
数名大付貸

ｏ
ｏ

匁
０
・

ｏ
ｏ

貫
８
・

艮
３

ｏ
ｏＯ０６

２
０

ｏ
ｏＯ０８

７
０

ｏ
ｏ則

両
．
　
　
０

３
６
　
２
０

　
金

ｏ
ｏ

匁
０
・

ｏ
ｏ

貫
３
・

３
銀

ｏ
ｏＯＯＯ

２
６

ｏ
ｏＯＯＯ

１
２

７
０９７５

１
０

ｏ
ｏＯＯＯ

３
７

ｏ
ｏＯＯＯ

１
２

ｏ
ｏＯＯＯ

３
０

ｏ
ｏＯＯＯ

１
０

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

ＯＯＯ
１
０

Ｏ００
１
０

ｏ
ｏＯＯＯ

１
０

ｏ
ｏＯＯＯ

１
０

ｏ
ｏＯＯＯ

１
５

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

０００
１
５

ＯＯＯ
２
０

ｏ
ｏＯＯＯ

２
０

ｏ
ｏＯＯＯ

２
０

ｏ
ｏＯＯＯ

２
０

　
之

事
銀

之
　
前

子
式

銀
諸
　
　
”

申
　
申

用
　
取

苫
請
事

覚

事之子金申り預

事之子銀用借

事之子銀用借

事之子銀申り預

事之子銀申用借

〃

事之子銀申り預

〃

事之銀前米申取請

〃

〃

〃

事之子銀申用借

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１
　
　
り
ん

１

１
■
　
　
　
　
１
■

１
■
　
　
　
１
■

１
■
　
　
　
１
■

１

４
３

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

守
鳥

路
五

足
下
五

巾
木
前
吉

備
　
肥
万

〃

守
　
守

登
　
賀

浦
能
田
伊

大
屋
上
平

州
大
州
松

巌
　
信

守
　
守
　
守

後
　
雲
　
和

岡
丹
勢
出
淵
大

豊
極
能
　
大
藤

馬
京
州
　
予
加

但
　
摂
　
伊

正
　
助

人
竜

溝
隼
尾
腰

大
部
今
竹

州
分
濃

江
　
美

弾
　
助
　
守

少
之
　
野

村
正
重
　
下

中
弾
泉
多
泉
多

州
馬
州
本
州
本

奥
相
奥
　
奥

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

近
世
京
郁
商
人
那
波
家
の
江
戸
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